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午前９時０１分開議

○議長（足立 喜義君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（足立 喜義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、次の２人を指名します。

４番、植田均君、５番、景山浩君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（足立 喜義君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 町政に対する一般質問
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○議長（足立 喜義君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次、質問を許します。

まず、６番、杉谷早苗君の質問を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 改めまして、皆様、おはようございます。６番、杉谷早苗です。

現在の議員構成での一般質問は、今回が最後となりました。町長初め、執行部の皆様には真摯

に向き合っていただき、ありがとうございました。

では、議長のお許しをいただきましたので、通告のとおり、教育行政の諸課題についてお尋ね

いたしますので、御答弁よろしくお願いいたします。

さて、初めにお断りしておきますが、我が南部町の教育行政に疑念が生じたので、今回の質問

をするということではありません。教育行政世界が騒がしい昨今、私が南部町の状況をきちんと

確認するべきと考えるところからの質問であることを申し上げておきます。

では、質問に入らせていただきます。

南部町の宝である子供たちが歩んでいく未来を考えるとき、勉学においては、大学の入学の傾

向が春から秋になることや、就職においては、日本人同士のみならず世界の若者たちが競争の相

手となる時代になってまいりました。改めて言うまでもありませんが、私たち大人が子供たちに

してやれることは、一人一人の子供に確かな基礎学力を身につけさせ、みずからを信じることの

できる安定した精神を培う手助けをすることと思います。子供の一生を左右するともいえる義務

教育の重要性を再認識いたさなければなりません。

このように重要な義務教育のさなかの出来事に、とても残念なことが起きました。滋賀県大津

市で、いじめが原因と見られる中学２年生の男子生徒が自殺したことです。このような痛ましい

事件の報道などにより、いま一度、教育を見直そうという潮流を感じております。

翻って、我が南部町では、小⋞中一貫教育に取り組んでおられます。小⋞中一貫教育の推進の

背景には、６月議会、私の一般質問にお答えいただきましたように、中１ギャップによる基礎学

力の低下、不登校、社会的スキル低下などの解決が期待されます。そして、現状は着実に前進を

しつつあるとの認識をしているとも答弁いただきました。しかしながら、着実に前進とされなが

らも、小⋞中一貫カリキュラムの作成が最大の課題であることも述べられておりました。そして

また、学習指導要領の対応に追われ、一貫を見据えた調整着手に手間取っていることも答弁の中

でお話しされました。このような側面に対しての御努力には感謝申し上げますが、一貫教育によ

る教育の課題解決のためにも早期の立ち上げを待ち望んでおります。
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このような中、８月８日に全国学力⋞学習状況調査結果が明らかになりました。我が町では、

新しい学習指導要領に移行してから初めて参加の調査でもありました。

以上、るる述べました背景により、次の９点についてお尋ねいたします。

初めに、町長にお尋ねいたします。教育委員会制度は、教育の政治的中立性と継続、安定を保

証することとあり、町長部局と分かれていることは十分に承知しておりますが、報道などによる

と、教育現場の混乱が見られることから、大津市の市長や平井鳥取県知事などの発言が報じられ

ています。坂本町長は、現行の教育委員会制度について、どのようなお考えをお持ちか御所見を

お伺いいたします。

２点目からは、教育長にお尋ねいたします。大津市事件報道により、文科省や県教委から何ら

かの対応を求められる通達などがありましたでしょうか。あるとした場合、どのようなものであ

ったかお伺いいたします。

３点目、大津市事件報道から、南部町教育委員会の対応を伺います。

４点目、８月１０日、米子市の中学校卒の少女が、いじめを受けたとして被害届を出したとい

う報道がありました。この事例により、不登校、長期欠席、いじめ、けんかなど、新たに検証さ

れたかどうかお伺いいたします。

５点目、小⋞中⋞高では、アンケートなど新たに実施されたかどうかお伺いいたします。

６点目、教員が子供と向き合う時間確保のための事務効率化が進められています。この状況を

お伺いいたします。

７点目、一貫カリキュラムの作成促進の足がかりといえる教科別系統表とはどのようなものか

お伺いします。そしてまた、進捗状況も伺います。

８点目、今回、全国学力⋞学習状況調査に参加し、教育の手だてとしたいとの説明を受けまし

たが、分析の結果についてお伺いします。

９点目、３カ年計画で展開されている、おせの背中を魅せよう、この運動の手ごたえをお伺い

いたします。

以上、教育行政の諸課題についてお尋ねし、壇上での質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 杉谷議員さんの御質問にお答えをしてまいります。

教育行政の諸課題について、教育委員会制度についての町長の所見でございます。

教育委員会制度は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２条に定められておりまして、

第４条には、長が、議会の同意を得て教育委員を任命することとなっておりますけれども、４条
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３項には委員の任命についての規定がございまして、委員の定数の２分の１以上の者が同一の政

党に所属することとなってはならないこと、４条の４項には、委員の年齢、性別、職業などに著

しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれるようにし

なければならないなどと定められております。このほかにも、職務上の義務違反や政党所属に至

った場合の罷免規定など事細かに定められておりまして、国の未来を担う子供たちの教育につい

て特別な配慮を担って行わなければならないという意思が読み取れるのであります。

特に政治的な中立性が求められていますが、これは個人の精神的な価値の形成を目指して行わ

れる教育においては、その内容が中立⋞公正であることが極めて重要であるからであります。ま

た、継続性、安定性の確保が求められておりますが、これは教育は子供の健全な成長、発達のた

め、学習機関を通じて、一貫した方針のもとに安定的に行われることが必要だからであります。

また、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性がございますので、学校運営

の方針変更などの改革⋞改善は斬新的なものであるものと考えます。さらに、教育は、地域住民

にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向

を踏まえて行われることが必要であると、このように思います。

以上のような観点から、教育行政は、４年を任期とする町長の部局からは独立して行うことに

合理的な理由があると考えます。大津市で起こったような、いじめを理由とする自殺事件の対応

などで教育委員会のあり方に関心が高まっておりますけれども、我が南部町教育委員会の活動は、

県内はもとより県外からも高い評価を得られており、立派にその役割を果たしていただいている

と思っております。改めて御苦労の多い業務を担っていただいていることに敬意を表しながら、

現行の教育委員会制度を堅持していくという所見を申し述べて答弁といたします。

あとの御質問、９点ありましたけれども、教育長さんの方から答弁をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 杉谷議員さんの２点目以降の御質問にお答えをしてまいります。

まず、大津市でのいじめ報道を受け、文部科学省及び県の教育委員会からの通達についてであ

ります。通達という形としては、７月１３日付で平野文部科学大臣より、談話としてメッセージ

が届いております。

また、通達という形ではありませんが、文部科学省より２種類の緊急調査の依頼がありました。

一つは、自殺予防に関する教育の取り組み状況等調査であります。命を尊重する教育や人間関係

づくりに関する取り組みについて、それぞれの学校の現状を把握するものでありました。
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もう一つは、いじめの問題に関する実態把握並びに教育委員会及び学校の取り組み状況に係る

緊急調査でございます。これは、今年度４月１日以降、現在に至るまでの校内におけるいじめに

関する実態を把握しようとするものでございます。

本町の調査結果でありますが、いじめ、もしくはいじめにつながりかねない事案は、小学校で

１１件、中学校で同じく１１件の報告が上がっております。その多くは冷やかしやからかい、悪

口などでありますが、気になる事案もございました。このうち、中学校での１件を除いては既に

解決済みでございますが、残る１件につきましては、現在継続をして指導をいたしております。

また、当該調査が求めております重大な事案に至るおそれがある事案は、小⋞中ともにございま

せんでした。

次に、大津市でのいじめ報道を受け、教育委員会の対応はどうであったのかとのお尋ねでござ

います。本町におきましては、大臣談話が発表されたのと同日の７月１３日に臨時校長会を開催

いたしております。内容としては、報道を受けての学校の対応や実態把握の現状、いじめのとら

え方やいじめを見抜く手だて等について、改めて再確認、協議、意見交換を行いました。

本町におきましては、このたびの事案発生にかかわらず、毎月の定例校長会におきまして、気

になる児童生徒についての情報交換の時間を十分とるよう配慮いたしております。具体的には、

日常的に気になる児童生徒の早い段階での情報の共有、対応についての意見交換等を行っており、

一定の成果につながっていると考えております。引き続き、現場と教育委員会との情報共有の丁

寧な積み上げに努めてまいりたいと考えております。

次に、米子市での被害届提出事案を受けて、不登校、長期欠席、いじめ、けんかなどの検証は

どうなっているのかとのお尋ねでございます。結論を申し上げますと、このたびの事案があった

からということで、何年間かさかのぼっての新たな検証は考えておりません。本町教育委員会は、

平成２２年の文部科学省通知を踏まえ、いじめはどの学校でも、どの子にも起こり得る問題であ

ることを十分に認識をし、日ごろからいじめを許さない学校づくりに努めるとともに、いじめの

兆候をいち早く把握して迅速に対応する、また、いじめの問題が生じたときは、その問題を隠さ

ず、学校、教育委員会が家庭、地域と連携をして適切に対処する、このことを基本的な認識とし

て、学校現場と共有しながら取り組んでおります。不幸にして、米子市のような申し出があった

場合は、教育委員会が先頭に立って、誠心誠意、対応してまいりたいと考えております。

次に、小⋞中学校は、アンケートなど新たな実態把握に取り組まれるのかとのお尋ねでござい

ますが、新たなアンケートの実施は予定をいたしておりません。これは、先ほど申し上げました

ように、文部科学省が緊急調査を実施していますので、改めて本町独自ではしないということで
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ございます。

もう一つの理由は、本町では、３年前よりｈｙｐｅｒ－ＱＵと呼ばれる児童生徒の心理調査を

中学校で実施をしているからでございます。これは、児童生徒一人一人の情報と学級集団の情報

をもとに、学級の状況や学校生活への意欲の状況等について分析を行い、いじめの早期発見や未

然防止につなげていくものでございます。いじめの未然防止に有効な手だての一つでもあり、こ

のたび県教育委員会でも、全県実施の方向で検討をされているようでございます。

さらに、本町では、児童生徒に対する心のアンケートを実施したり、スクールカウンセラーに

よる相談、指導の充実等、子供たちの実態把握にさまざまな手法を取り入れております。事案が

発生したからという緊急的な取り組みも当然必要ではありますが、こうした日常的な取り組みの

積み上げをこれまで以上に大切にし、引き続き丁寧に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、教員が子供と向き合う時間確保のため、事務の効率化が進められているが、その状況は

とのお尋ねでございます。教員が子供と向き合うことは、教員にとって何よりも大切なことであ

り、そうしたかかわりを通じて、子供たちの今を察知することができると考えております。また、

向き合うことによって、子供と教員との人間関係がより深められ、良好な関係性の中で、子供は

安心して学校生活を過ごすことができます。そのため、本町では、学校事務の効率化とともに、

そうした教師にとって極めて大切な時間を確保することをねらいとして、平成１７年度より、学

校事務の共同実施を活用した教員支援に積極に取り組んでまいりましたが、必ずしも十分な成果

にまでは至っておりません。教職員の多忙感を解消し、そうした時間を生み出していくためには、

ただ単に学校事務の効率化や事務職員による教員の教育活動支援だけでは十分でなく、学校経営

のあり方そのものから大胆に改善、改革していくことが求められていると考えております。コミ

ュニティースクールの導入に係る学校体制の見直しとも連動しながら、一層の学校改善、学校改

革に、教育行政としての役割を果たしてまいります。

次に、７点目の教科別系統表とはどのようなものか、また進捗状況はということについてお答

えいたします。教科別系統表とは、教科ごとに小学校から中学校までの９年間を見据えた指導内

容を示したものでございます。例えば、算数という教科で説明しますと、算数は数と計算、量と

測定、図形、数量関係の４つの領域で学習を進めていきますが、小学校１年生で習うそれぞれの

領域の学習が、次のどの学年のどんな学習につながっているのかということを具体的に示したも

のであります。この系統表を活用することによって、学習に行き詰まっている児童生徒のつまず

きの原因を明確にする手がかりとしたり、学習の定着度をはかったりするのに有効であると考え

ております。まだ全教科作成にまでには至っておりませんが、引き続き喫緊の課題として取り組
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んでまいりたいと考えております。

８点目は、全国学力⋞学習状況調査の分析結果についてのお尋ねでございます。今年度は、調

査教科に新たに理科が加わったことや、積極的な調査参加を見送った３年間の成果を見るために、

調査抽出校の会見小、南部中、法勝寺中に加え、他の２校を希望参加校として、町内すべての学

校の小６及び中３の児童生徒が参加をいたしました。現在、各学校において調査結果の分析を行

っている最中でありますので、お尋ねの分析結果につきましては、いましばらくお時間をちょう

だいをしたいと思います。各学校での学力及び質問紙調査の分析内容を見きわめながら、１１月

を目途に取り組みの成果や課題をより具体化し、全町及び学校ごとに、学校だよりや広報等を通

じて公表してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

最後に、おせの背中を魅せよう町民運動についてのお尋ねでございます。本年度より展開いた

しております、おせの背中を魅せよう町民運動は、地域の大人、つまり「おせ」が、みずからの

立ち居振る舞いを振り返り、子供たちに手本となる姿を示していこうという取り組みでございま

す。今年度は、みんなでもっと話そうよをテーマに、あいさつをしよう、おはよう、お帰りと声

をかけよう、きちんと褒めてちゃんとしかろうなど、保護者やその家族、地域住民はもとより、

教員や保育士も一人の「おせ」を自覚し、子供たちを取り巻くみんなが大人としての立ち居振る

舞いに責任を果たしていこうと、多くの関係機関、団体の皆様に確認をしていただいております。

また、各地域振興協議会にも御協力いただいており、世代間交流事業や夏祭り、地域の清掃ボラ

ンティア活動やあいさつ運動を当該運動の重点推進事業に位置づけていただき、取り組みの拡充、

啓発に一翼を担っていただいております。４月以降、日常のさまざまな会合や地域行事の際に、

ちゃんとおせの背中見せないけんぜとか、子供たちにいい背中見しょいやなどの声が交わされて

いることを幾度となく伺っております。少しずつではありますが、趣旨を御理解いただき、運動

の輪が広がりつつあると認識をいたしております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷です。丁寧にそれぞれにお答えいただきましたが、も

う少しお聞きしたいと思います。

初めに、町長にお尋ねいたします。高い評価をしている、そういうふうにおっしゃいました。

以前にもそのようなことを聞いておりますので、本町の教育委員会のあり方というのは、どうい

いますか、そんな問題を含んで、新聞報道に見られるようなあのような姿は、私はとても本町の

教育委員会からは思いもよらないことでございますが、前回の一般質問の中に、教育振興協約と
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いうものを、県知事と県教委との間でこういう協約を結んでいるいうこと、それに関連しては、

町ではそこまでのものは要らないような教育長のお考えの答弁だったと思います。そのことで、

その理由といたしましては、やはり予算編成のときに教育委員の方たちとの懇談会を持ったりし

て、それで意思の疎通をきちんとしている、そのようなお話でございました。

町長の御見解はそのときにお尋ねしませんでしたが、現在のやり方のままで十分意思の疎通が

とれているというふうにお考えでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。県の方では協約を結んでおるということでございま

すけれども、私、南部町の場合は、日常的に絶えず教育長あるいは教育委員長さんなどともお話

をする機会ありますし、それから年に１度以上、教育委員さん全員と懇談をする場も持っていた

だいております。それから、予算査定の過程などを通じて、いろいろ状況も職員の皆さんから聞

いたりしておりまして、そういう必要性は、全くとも言わんわけですけれども、感じないと。十

分、日常のいろいろな交流の中から私の考え方も伝わっており、そういうことを受けて、いろい

ろ皆さんで話し合って立派な教育行政をやっていただいておる。

とりわけ、高い評価ということを言ったわけですけれども、地域共同学校の取り組みは、これ

は大変な御努力をいただいて、地域住民の皆さんが学校運営に協力をしていこうということで取

り組んでいただいておりますけれども、本当に子供たちがあいさつをする、してくれるというよ

うなことを、私も直接耳にしたことがございますし、あいさつ運動を学校でやっていただいてお

る。それから、子供の読書環境を整えたわけですけれども、やっぱりその環境を生かして、読書

活動などを盛んに行っていただいておるというような、上げればいろいろありますけれども、そ

ういう元気のいい子供たちが毎日学校生活で生き生きと過ごしておるというようなことで、私は

あえて協約まで結んで特別なことをお願いするというようなことは、南部町には必要ないという

ように思っております。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） よくわかりました。県の規模と我が町の規模とでは随分違います

し、日常的なお話し合いもあるいうことで、それは協約というような形でなくても、意思疎通が

きちんとできておればいいことだと思っております。これで十分という町長の御判断ですし、教

育長の方も、お互いの信頼感が緊張感を持ってできているというふうに伺っておりますので、そ

れで十分とは思います。

そこで、もう一つお尋ねしたいんですが、町長の方に。教育委員さんの構成でございますね、
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ある町では、やはり先生を退職なさった方たちの集団で一方的なことばかり協議しているんだと

いうようなことを、我が町でもちょっと聞いたことがあるんです。実態は違っております、それ

ぞれの各分野から出ていらっしゃるということは十分に私は認識しておりますが、委員さんの任

務について、町長はさまざま御配慮なさっていると思いますが、その点についてお尋ねいたしま

す。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。旧西伯町長の折には、若干地域性というようなこと

も考えながら人選を進めてきた思いがございます。ただ現在は、もう地域性はございません、取

っ払っておりまして、基本的に教育に高い見識をお持ちの熱心なお方を選任しておるということ

でございます。

先ほどの答弁で申し上げましたけれども、政党要件はございますので、そこは注意しておりま

す。それから、保護者を委員に加えるというようなことも現に書いてありますので、そういう中

で、これはと思われる委員さんにお願いをするというようなことをいたしております。

それと、学校の先生を教育委員さんにということもございます。これはこれで極めて大事なこ

とではないかと思っております。いわゆる学校現場を知らないではなかなか務まらないのではな

いかということで、県下では学校、教員生活をなさった方が教育委員に就任なさっておられるケ

ースもたくさんあるわけです。私もそういう観点はもちろん心得ておりますけれども、学校教育

については、うちの教育委員さん方はしょっちゅう学校に行かれて、学校の先生方と情報交換し

ながら取り組んでおられまして、学校の事情は本当に高いところから、大所高所からよく見て、

よく知っておられるな思っていつも感じております。それから、教育委員会部局に資格を持った

先生に来ていただいておりまして、そういう委員会部局の職員の方からも学校の様子は十分うか

がえるということもございます。

そういうこともありますので、必ず教員の資格を持った人が教育委員にならなければならない

というような硬直した考え方は持っていないわけであります。ただ社会教育ですね、私は社会教

育にも力を入れていただきたいというような思いもあって、そういう分野で御活躍をいただいて

いるお方にもお願いしておるというようなことで、その時々の判断にはなりますけども、必要な

人が教育委員に就任して大切な仕事をきちんとやっていただいておるというぐあいに認識をして

いるところでございます。バランスのいい人選をしなければいけないということでございます。

○議長（足立 喜義君） 杉谷議員、立ったときにマイクが入りにくいだいって、音がほそい。

○議員（６番 杉谷 早苗君） わかりました。
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○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷早苗です。ありがとうございます。本当にバランスよ

く活動なさってるいうことは、私もふだんから重々承知はしておりますが、町長の御見解をお尋

ねいたしました。

それと、先生たちは県の職員でいらっしゃいます。それと、教育委員会は町の職員ですので、

その辺の、先生たちというのは転勤で異動なさいます、これは当然であるべきことですが、その

あたりに教育委員会の熱意というものが、ちょっと先生方の本気度というものがもう少し欲しい

なというふうには私は感じることがありますが、そのあたりは町長はどのようにお感じでしょう

か。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。新しく南部町に赴任してきていただく先生方には、

これは南部町の歴史や文化といった特徴点をお話しいたしまして、南部町の子供たちとして立派

な教育を施していただくように、その都度お話をいたしております。したがって、先生方は県の

職員ということですけれども、西部の教育長さんや、あるいはいろいろなお方が寄られて、南部

町にふさわしい人材を、いろいろな話し合いの中で確保してきていただいているというように思

うわけです。したがって、県の職員、町の職員という、あんまりこだわりは私は持たれない方が

いいのではないかと。はっきり言って、固定をしてしまえば、どちらにも一長一短あると思うん

ですよ。ですから、悪いところではなくていいところを伸ばすということが私は大切ではないか

なと。それと、町の職員にこだわりますと、なかなか町内に教員の必要なだけ確保する人材がい

ないわけですね。ですから、これは広範な県下全域から優秀な人材を求めなければ南部町の教育

は成り立ちませんから、あんまり町の職員じゃないといけんということにこだわらない方がいい

のではないかというよう思っております。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷です。町長がおっしゃるように、広い県内、いろいろ

なところでいろんな経験をなさった方、いい経験の積み上げを南部町でしていただければ一番よ

いことですので、本当に先生という立場の方は、子供のことをより健全に導いてくださるその熱

意のある方が先生だと思っておりますので、私もぜひ、そういうようなこだわりということをな

くしていきたいと思っております。

町長の質問はここまでで、あと次、教育長さんの方の質問に移らせていただきます。

２番目の、大津事件報道により、文科省それと県教委からの何らか対応、通達があったかとい
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うことで、先ほどいろいろと緊急アンケートなど結果発表が、この分について実態調査をしたら、

小学校、中学校ともに１１件ほどそのような事実があったということをおっしゃいました。それ

で、１件以外はあとは解決済みということなんですが、その１件というのは以前から把握されて

いたものなんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。今、杉谷議員さんの

御質問の中に、１件、中学校で継続的な指導が必要だということの発覚といいますか、その見つ

かった時期はということですけども、今回の文科省の緊急調査によって、４月１日より校内での

児童生徒のいじめについてのアンケートがありました。その結果に基づいて数が上がってきたん

ですけども、その中で、より継続性があるとか、このまま単なる嫌な思いをしたとか、軽いって

いいますかね、そういった範疇ではないというふうに学校が認識したということでありますので、

以前からも、かなり前からずっとあったというよりも、今回の緊急調査でより明確に発覚したと

いうふうにとらえております。以上です。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 杉谷です。それは当然、引き続き対応していただいていると、認

識でよろしいですね。

はい、わかりました。

じゃあ、３点目に移ります。大津事件の報道から南部町教育委員会の対応を伺いますというこ

とで、緊急校長会が７月１３日行われたいうことでございました。それよりも、毎月、定例会に

よって日常的に早い段階でしておると。このたびのことで緊急な校長会をお開きになったという

ことは、やはり毎月されていても、今のことをすぐに対応できるという、そういうことというの

は本当に保護者の一人としてありがたいことだと思っています。

この分については、毎月１回の定例会、校長会というようなことですけれども、さくらんぼの

先生方との連携ということは、その中には入っておりませんですね。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。まず、毎月ある定例

校長会については、必ず各学校の気になる児童生徒について実名を上げて、きちんと報告をして

おります。ですので、毎月毎月継続的な名前が上がってくる子、あるいはその月だけしか名前が

上がってこない子についても、継続的に指導していくとか状況を把握しております。

さくらんぼについては、校長会とは別に、さくらんぼに通っている子供たちについて、そこの
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在籍校であります校長先生と教育委員会とさくらんぼの先生方、場合によっては保護者の方も踏

まえて、今後の見通し、あるいは今の環境がベストなのかどうなのかも含めた会をさくらんぼの

方からやりたいという声があったときにしていますし、それ以外にも定例にさくらんぼとの情報

交換はしております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 日ごろからの丁寧な積み上げに努力されておりますので、引き続

きよろしくお願いしたいと思います。

４点目の、８月１０日、中学校で起きました、本当に隣の町で起きましたこのような事件があ

りましたので、このことについてお尋ねいたします。以前にもお答えいただいたと思います、い

じめとけんかというのは、境目というのは文科省の方からも目安の指標、指標という言い方おか

しいですね、目安が決められているようなんですが、それにこだわっていては、本当にいじめで

あっても、けんかとして見逃すというようなことがございます。

ここの教育委員会では、そのあたりのところはどのように御判断なさっているでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。文科省の方は、平成

１９年に正式に「いじめのとらえ方」というのを、全国の教育委員会通じて学校の方に通達とい

う形でやっておりますが、南部町教育委員会としては、その書いてある文言に沿わなければいじ

めではないというとらえ方はしておりません。一番大事いうのは、力関係の中で、一方的にその

子供が心的な、あるいは肉体的な苦痛を生じているという時点において、これはその定義が、例

えば継続的じゃないにしろ、含めてきちんと対応していくべきだと思っておりますし、今、先ほ

ど申しましたとおり定例校長会で、ちょっとした子供の人間関係の中のいざこざがあったり、悪

口を言ったり言われたりっていうような部分についても報告をしていただいてますので、決して

文科省の物差しに照らし合わせて、それは該当しないとか、するとかというような範疇ではなく

て、すべての子供が安心⋞安全の中で学校生活が送れるように、最大限、教育委員会と学校が連

携をとりながら情報を共有していくということが、いじめをゼロにしていくという大きな目標に

向かっていく一つの手段だというふうに思っております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 柔軟に対応していただいているようで、引き続きよろしくお願い

いたします。

平井知事が、８月の２４日の定例記者会見だったでしょうか、いじめ問題調査委員会、第三者
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部会の、これを知事部局の方が積極的に関与していくというようなことがございました。このよ

うなことというのは、県教委、教育委員会側と知事部局側と、私は協定を結んだとかなんとかと

いうことはわかるんですが、実動部隊というのはどういうような関係なんでしょう。

そういうことをお尋ねいたしますのは、そういうことがあったとき、我が南部町の教育委員会

は、どういうルートでもって、そういういいものの提案をされて、県の方としてはされるんです

が、それに関して、我が町の教育委員会は、じゃあ県教委の方に言うのか、でも同じ教育委員会

だからそうなのかな、でも知事部局でそういうふうにしておられるっていうのは、どちらにどう

いうふうに具体的に、事実が、事が起こっておりませんので、想定問題にはお答えにくいとは思

いますが、そのあたりのところはどのようにお考えなんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。今、県の方が第三者

委員会との公安との提携を結ぶとか、そういった動きが出てきておりますけれども、私の今の理

解の中では、これがどういうような活用によって市町村までおりてくるのかということについて

は十分把握しておりません、申しわけございません。

ただ、南部町教育委員会としては、県がそういう協定を結ぶとか結ばないということはおいと

いて、実際の町内の学校において、児童生徒の生命に危険が生じる事案、あるいはそういった状

況になり得るということが前段としてある場合は、そういった協定があるなしにかかわらず、ま

ず子供たちを守るということの視点から、当然これは第三者、具体的に言うと警察も含めて、そ

ういった方に入っていただいた方がより安全が確保できるというように判断した場合は、これは

速やかにそういった行動に移さなければ、協定がなかったですっちゅう話にはなりませんので、

南部町教育委員会の定例教育委員会の中でも、そういった場面が万が一起こった場合は、ちゅう

ちょなく、まず児童生徒の安全を確保するんだという意味で、当然それは第三者、警察等の通報

をしていきながら安全確保をしていきたいというふうに思っておりますし、また県と、県教委と

知事部局というか公安との協定の内容が市町村教育委員会にどこまで影響するのかというのは、

先ほど申したとおり、まだ十分把握していませんし、基本的には市町村教育委員会が判断すべき

ことではないのかなというふうな、個人的な意見ですけども、そういうふうに思っております。

以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 最近の報道で、埼玉県の場合だったでしょうか、学校教育法に出

席停止制度というものがあるっていうことを聞いたんですが、この出席停止制度というものにつ
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いて、小⋞中でもあるものなのか、よく私たちが耳にする、子供がたばこ吸っただけんな、ちょ

っとな、謹慎処分させられただわというようなものと同じものなのか、そのあたりをお尋ねいた

します。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。今、杉谷議員さんが

おっしゃる、埼玉であったというのは、それが小学校、中学校、高校なのかよく私も理解してお

りませんが、高校の場合は、校長の判断で、校則に照らし合わせて、それに違反した場合は停学

があったりいろんな処罰があると思うんですけども、出席停止ということについては義務教育で

も生じております。というのは、出席停止にできるということでございます。

まず、２つの根拠がありまして、学校教育法の中でいう出席停止というのは、校長先生の方が

判断をしてするということなんですけども、それは、例えば野口君という生徒がおって、この子

が非常に授業妨害したり、あるいは器物破損をしたり、他の子供たちに肉体的、心的な苦痛を与

えるという状況の行動を起こした場合は、校長の判断で出席停止をすることができます。それか

ら、それはもう一つは、児童生徒に限らず教職員に対しても、そういった暴力的な行動をしてし

まう児童生徒がいた場合は、教育委員会と協議しながら、その子を出席停止をするということが

ございます。それからもう一つ、出席停止の種類としては、学校保健安全法というのがありまし

て、これは一般的に病気、感染症にかかった児童生徒については、感染症を広げないという観点

から、医師の診断書をもとに出席停止、インフルエンザでありますとか、そういった部分につい

ての出席停止をするという措置がございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 先生に対しての暴力など、そういうこともあったりするいうこと

につきましては、先生たちを支援できる、そのような制度というものはあるんでしょうか。スク

ールカウンセラーというのは、何となく私は子供たちだけに対してというふうにとらえているん

ですけれども、スクールカウンセラーという方たちの仕事内容は私もよく把握しておりませんの

で、そのあたりをお尋ねしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。まず、先生方に対す

る対教師暴力についての救済というか、先生方を守るということにつきましては、具体的に、申

しわけございません、私の中では、こういった制度がありますというのはちょっと今、十分勉強

しておりません。
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ただし、スクールカウンセラーさんが南部町にも配置されております。スクールカウンセラー

さんの業務の一つとして、一つというよりも一番大きな業務は、先生方に力をつけるということ

が一番大きな業務であります。精神的に悩んでいる児童生徒、保護者の方の相談を受けるという

のは業務にあるんですけども、その前に先生方に対して、こういった子供たち、悩みを抱えたり

精神的に不安定になってる子供たちに対して、どう対応したらいいのかということについての指

導方法っていうのも、スクールカウンセラーの先生から指導をいただくということもありますし、

もう一つは、学校の先生方が子供たちとの人間関係の中で、どうしても悩む、行き詰まる部分も

ありますので、そういったこともスクールカウンセラーの先生と相談をしていただくということ

もありますので、杉谷議員さんおっしゃるように、もしかしたら、そういった意味での先生方の

メンタルヘルスについてもスクールカウンセラーさんの業務になっているということになると思

います。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 杉谷です。細かく聞いてよくわかってまいりました。

５点目でございます。小⋞中学校についてアンケートを新たに実施されたかっていうことです

が、これに対しては、特には予定していないというようなお答えだったというように思います。

それと、３年前よりｈｙｐｅｒ－ＱＵテストというのをしているとおっしゃいました。これをも

う少し具体的に教えていただけませんでしょうか。このテストというのは時間がかかるもんなん

でしょうか、それともマル⋞バツとか、何かそういうようなテスト方法なんでしょうか、その辺

の御説明をお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。ｈｙｐｅｒ－ＱＵっ

て何か難しそうな名前なんですけども、正式名が、実は各都道府県によって若干違うんです。ど

この名称が一番正しいかわかんないんですけども、教育委員会としては、今、教育長の答弁であ

りました児童生徒の心理テストといいますか、その子供が学級に所属している中で、どういった

精神的な状況で学校生活を送っているんだろうかというのがはかれるテストであります。学級に

非常に満足している満足群というとこに入っているのか、非満足群に入っているのかということ

がまずわかる、その原因が友達関係なのか、先生との関係なのか、あるいは学習面なのかとか、

そういった部分がわかる調査で、これは今、全国的に広がっていますし、先ほど教育長の方の答

弁でありましたように、県が、このたびの大津の事件を踏まえて、全部の県内の小⋞中、特別支

援学校も含めた学校で実施していくということの実施になっておりますので、まずは実態の一つ
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の大きな把握としてのテストだというふうにとらえております。

それから、時間がかかるのかということについては、すべてアンケートです。子供たちに、た

だ５分、１０分では終わるもんではありませんけども、きちんとしたアンケート項目に子供が正

直に答えていく。露骨に学級に満足していますかなんていう質問は全くありません。いろんな細

かな質問をしていくことが、結局は学級の中でその子供が自分自身満足しているのかどうなのか

というのが、ずっと深層的に積み上げられて結果に出てくるアンケートでありますので、南部町

としても、先ほど教育長が申したとおり、３年前から中学校の予算をつけていただいて実施して

いただいておりますし、満足していない生徒の原因が何かということで、それが不登校につなが

らないように、あるいはいじめにつながらないように、あるいは学力的な部分で困っていないか

というあたりもしっかり見れると思いますので、今後ともそういった調査はしていくというのは

有効的なのかなというふうに思っております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） よくわかりました。いじめというものはないというんじゃなくて、

あるという前提で考えていろいろ対応していただいておりますので、それはそれといたしまして、

以前、携帯電話のことについてもお尋ねしたことがあります。学校には持ってこない、持ってき

たときには預けておくというような内容だったように記憶しておりますが、その後、年数もたち

ましたので、現状はどんなもんなんでしょうか。

といいますのは、東西町でも、運動会なんかいたしますと、子供たちが持っている携帯電話を

出場するときには机の上に置いていって、だれかが管理しておくんですよね。というようなこと

を思いますと、中学校になったらかなりの子供が、通常家庭では、地域に帰ったときには持って

いるのではないだろうかな、それと、それが学校ではどのような扱いになっているのかな、その

あたりのところをお尋ねいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。携帯電話については、

済みません、平成１７、１８だったと思います。そのあたりに県の教育長の方から、携帯電話に

ついてのルールということで、県が一定のルールを示しております。それはすべての学校に行っ

ていますので、何らかの形でそれを基準にしたルールはできてると思いますし、まず基本的に、

学校で使わないものは持ってこないということが大原則でありますので、本町においても、携帯

電話をどれだけ学校に持ってきてるかというのは実態把握はしておりませんけれども、まず、そ

ういったルールの中で対応しているというふうに思っております。万が一、どうしても携帯電話
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は必要だというようなことになった場合は、学校の方に申し出をして、学校がそれに対応してる

ということで、何回も言うように、原則、学校で使わないものは持ち込まないということの大原

則の中で、携帯電話も同じ扱いになってるというふうに思っております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 時間も半分過ぎましたので、次に行かせていただきます。

あ、そうだ、もう一つお尋ねしときます。アンケートのとり方、それこそ学校により、また担

任の先生によりいろいろなんですが、あるところで毎週木曜日にアンケートをとっていたと、そ

うすると、もし、そのアンケートも、何々をされて嫌だったとかというんじゃなくて、その１週

間の間、木曜日までにこんないいこともあったというような、感想文のようなアンケートだった

ということでした。それを木曜日に書いてもらうと、何らかがあったら金曜日にすぐ対応ができ

る、そのようなことを話ししておられましたので、このようなことはまた先生方にお伝えしてい

ただきたいと思います。これは、ただ提案でございますので。

次の６点目の、先生方が子供と向き合う時間確保のため、このことについては、十分ではない

けれどもそのように努力しているとおっしゃっておりました。学校経営の改善がこれについては

必要なのではないか、先生の多忙感、その先生によって課題がいろいろで多忙感もまちまちなん

でしょうが、私は先生方が子供と向き合っていただくっていうのが一番のすべてのもとなんじゃ

ないのかなと思います。

学校経営の改善策というのは難しい話ですが、何かに取り組んでいらっしゃるでしょうか、そ

のあたりでございます。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。学校事務の効率化を県下でも早い時期からやっ

てきたんですけれども、やっぱりどうしても限界があるんですね、お手伝いをするという形では。

やはり学校という組織を考えてきたときに、比較的、何ていいましょうか、去年こうやってきた

んだからこういうようにいこうねっていうのは、非常に、一つの組織としてはそういう傾向のあ

る組織であります。したがいまして、ある意味で組織の外から、これはこんなぐあいに、ここと

ここ一緒にしたらいいじゃないのというのを投げかけていくっていうようなことを、やはり教育

行政としてもう少し、ある種踏み込んで、そこまで言うのっていうぐらい、少し教育長としても

言っていかないけんのかなというような、そんなことを今、具体的には思っています。本町に指

導主事もおりますので、指導主事とも相談もしながら、そのあたり１つずつ具体的にやっていこ

うかなと思っています。
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答弁でもさせていただきましたように、今、コミュニティースクールも一緒なことでして、こ

れまでやっとった学校経営のところにコミュニティースクールという考え方を入れて、新しい学

校体制、学校づくりをしていかないけんといったときに、どうしてもなかなか現場では、そこが

すっと解け合わないというのが実はありまして、そこのところをしっかりと研究しようというこ

とで、ことし、全国で３０ぐらいだったでしょうか、研究委託を受けて職員も配置をしておりま

すので、そういうことも絡めながら進めてまいりたいというぐあいに思っています。

それから、少しお時間をいただいて、大津の問題をきっかけにしていろいろ御心配いただき、

御質問たくさんいただきました。２つだけ、教育長として総括的に申し上げたいと思いますが、

いじめの問題、あるいは不登校の問題については、５人の教育委員全員が、学力の問題も大事な

んだけれども、やはり基本的に義務教育を保障していくというところをしっかりと押さえながら、

まず、ここのところをしっかりやらないけんということを、ずっと南部町発足以来、大事にして

まいりましたので、そういう意味におきましては、大津の事件がということで、結果的に何かそ

んなに慌てる気持ちもなくて、ある種、もう一回見直しをしてやっていきましょうよというぐあ

いな形で受けとめております。

それからもう１点は、大事なことは、いろいろなことが学校現場の中で起こるんですが、学校

をひとりぼっちにしちゃいけんということをいつも思っていますし、私どもの教育委員さんも、

学校任せにしたらいけんということを言っていただいております。そういう意味では、答弁の中

でも申し上げましたように、校長会はもとよりでありますけれども、学校現場で起こったことを

教育行政も一緒に考えていくっていう、学校から見たときに教育委員会との距離感を非常に短く

感じる、そういう体制といいましょうか、そういうものをまず、やっぱりつくっておくことが、

学校にとっては安心感もあったり、あるいは速やかな、より適切な対応にもなっていくんだろう

な。そういう意味では、私自身が思っていますのは、やはり学校現場と教育委員会と、いわゆる

管理監督をしていくということばっかりでなくて、きちっとやっぱり協働をしていく、子供たち

のために協働をしていく、こういうスタンスで現在進めておりますので、引き続きこういうこと

を大事にしながら、現場と一緒に、こういういじめや不登校の問題にしっかりと取り組んでまい

りたいというぐあいに思っております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 今回、教育行政についての諸課題いうことで質問させていただい

ております。壇上でも申し上げましたが、町内のことが何かあって、その疑念があってするんじ

ゃない、ただ、それを見直す機会にということで、しっかりと現状を私たちもわからなきゃいけ
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ないんじゃないのかなということでさせていただきました。

今の教育長の御答弁の中に、そんなにばたばたと慌て……。ばたばたいう言葉は使われません

でしたね、そんなに慌てたような格好ではなくって、少し余裕を持ってまた見直していく。余裕

を持って見直していただくと、また見えないものも見えてくるということもございますので、そ

ういうような対応だったということをお聞きいたしますと、本当に住民としては安心するもので

ございます。

それともう１点、学校と教育委員会との間をなるべく縮めるいうことにつきましても、私ごと

なんですが、子供が学校におりました小⋞中学校のころ、あのころは、教育委員会っちゅうもの

はな、怖いもんだけんなっていうイメージでとらえておりましたが、現代は随分と違って、もう

一緒に物事協働して考えていくというようなスタンスをとられているということは本当に歓迎す

べきことですので、どんどん進めていっていただきたいと思います。

次の７点目でございます。カリキュラムの作成促進の足がかりとしてということで、さっき具

体的に説明していただきました。これっていうのは、私も浅い知識しかございませんが、学年学

年によって決められた学校のカリキュラムの特別、特区っていうんですかね、特別に指定を受け

る必要があって、それが外されて、ずっと並べかえるという言い方おかしいですね、順番的にや

りやすい方向にしていけるということをちらっと聞いたんですが、特別な許可っていうものをと

って、当然、本町ではされているもんなんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。系統表っていうのは

どの学校でも当然指導要領に定められた教科を教えていきますので、別に特区とかそういった特

別な手続はない中で、先ほど教育長が申したように、１年生のこの授業が２年生のここにつなが

るんだ、それがずっと中３までつながっていくんだという表ですので、これはあんまり大きなも

んではありません。杉谷議員さんがおっしゃった特区のっていうのは、多分小中一貫校という形

をとって、学年の枠組みを小学校５、６、中学１年生までを一つの学年としてとらえる場合は、

それ勝手にできませんので、その辺の部分のことを言っておられるのかなというふうに思ってお

ります。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 杉谷です。ちょっと私の方の整理がよくできていなかったので、

よくわかりました。

次の８点目でございます。全国学力⋞学習状況についてということで、結果がいましばらくか
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かる、１１月をめどに、また情報提供をしていただくというようなことでございましたが、今回

理科が新たに加わったということでございます。それで、私も、これも人のうわさですんでよく

わかりませんが、我が町には理科のエキスパートの教員がいる、その方たちの公開授業ですか、

そのようなことがあったということを聞いたんですが、これはどのような状況だったでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。理科のエキスパート

の先生がおられるっていうのは、西伯小学校の教頭先生、神庭教頭先生は理科のエキスパートの

教員に、異動される前、岸本小学校時代に認定された方であります。このたび神庭先生が、県の

教育センター主催の若手教員の力をつけるというセミナーの理科の部門で、ぜひ授業をしてほし

いという依頼があったっていうことの一環で、神庭教頭先生が授業をされました。これについて

は、県の教育センターの、そういったセミナーをとっている先生方が集まってこられて授業を見

られた。御承知のとおり、南部町は小⋞中一貫教育していますので、中学校の先生もかなり来て

いただいて情報交換をされた。もう一つは、南部中の先生が、今、県の教育センターに研修に行

っておられますので、そういった意味も含めて、小⋞中挙げて理科の学習を進めていくというこ

との一環でされたと思います。済みません、今、南中って言いましたっけ、法勝寺中学校の誤り

です、申しわけありません。以上です。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 杉谷です。理科離れが問題視されておりますので、そういう取り

組みはしっかりと今後もお願いしたいと思います。

全国学力のこの調査に関しましては、読解力、理解力、そのような、またそれを踏まえての発

表力というものが問われているというようなことを耳にいたしました。この部分においても、や

はり読書をしっかりとして、深く広く考えていくという力をつけていってほしいなと思っており

ますので、引き続き読書の方にも力を入れてほしいと思います。

そういう意味では、夏、日にちをちょっと忘れました、全国学校図書職員でしたでしょうか、

その大会が米子市でもありました。そのようなときには、ぜひとも職員の方たちというのを多く

派遣してあげてくださいませ。これは要望でございます。

次の９点目でございます、おせの背中を魅せようの運動の手ごたえはどうでしょうかっていう

ことですが、これは大人としてもいい立ち居振る舞い、手本となる姿をみんなでもっと見せよう

っていうことも含まれて、子供たちにきちんと褒めてきちんとしかろう、このところは一番の教

育の目的だと思いますし、今、家庭の教育力も失われているということもありますので、地域を
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挙げて、保護者も含めて全部でということは、本当に私はいいことだと思います。

実はでございます、８月２１日に南部町議会の住民説明会におきまして、おせの背中を魅せよ

うの魅るっていう字が魅力の「魅」で、ものを見るの「見る」ではないこの字は間違いじゃない

かっていうことで抗議をなさった方がありますが、これをこういう字にされた理由というのをお

尋ねしたいと思いますが。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。杉谷議員さんの方から今、御質問ございま

した、おせの背中を魅せよう町民運動の、この魅せる、魅力の「魅」という字を当ててございま

す。単に魅せるといいますのは、提示をするように見せるというだけではございません。また、

杉谷議員さん、あるいは教育長の答弁にもございましたけれども、我々大人自身が子供たちの模

範となるためには、どのようにみずからを見詰め直せばよいのかをまずしっかりと考えた上で、

家庭や地域において子供たちが、大人の立ち居振る舞いや言葉から自分の将来の姿を見出したり、

あるいは尊敬の念を抱けるような、魅力ある大人の姿を示しますということでございます。つま

り、この魅力の「魅せる」というのは、魅力にあふれ、手本となり得る背中を魅せるという意味

で、教育委員会としては使ってございます。

２００８年の１月１１日発行の広辞苑、これは第六版になります。新村出先生の方が著してお

られますけれども、この見る、普通の見るですね、の記述に、相手の心を魅了する意をきかせて、

同音の当て字で魅せる、いわゆる魅力の「魅」と書くことがあるというふうに新村先生の方は記

されてございます。ちなみに、新村先生、同様に書かれました、これは１９９８年の１１月１１

日発行の第五版によりますと、その記述はございませんでした。先ほど申し上げましたように、

第六版の中に、新たにこの項目が加わったということでございます。そういう意味では、よくあ

ることでございますけれども、言葉は時代とともに変化をしていくものなのかなというふうに思

ってございます。そういう意味で、まさに今の時代に、子供の心に響くよい大人の、我々の姿が

求められているように感じておるところでございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷です。私も、そのことがあったので、早速に調べてみ

ました。今、次長がおっしゃったとおりでございます。

それで、ちょっと言葉が言い間違えられたんじゃないのかなと思いますが、新村、いずみ先生

っておっしゃいました、いずる……（「いずるです」と呼ぶ者あり）いずる先生ですね、はい、

ごめんなさい、私が聞き間違っておりました。
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そういうようなことで、私もすぐに調べました。そして、周りの人たちにも聞きましたが、や

はり悪いような意味ではなくて、いい方の魅力の方のそういう意味の方を受け取るという方が多

うございました。

初めに、今、あれは白川先生ですかね、漢字の成り立ちの詳しい先生、その先生の中からも、

だんだんと変化してきているというようなことを見たことがございます。先ほど次長もおっしゃ

いましたように、全然という言葉も、私たちは否定的な言葉だと思っていましたが、今は全然い

いよということとか、それから情けは人のためならず、私は自分がその人のためにちょっと犠牲

的精神でっていうことだけども、今の子供は、そういうことをしてあげるとその人の実にはなら

ないからというふうな、どっちもあるというふうに聞きまして、本当唖然とした経験ございます。

本当に言葉は時代とともに変化するということで、また今後、どのような言葉がはやって、どの

ようになっていくのかなということも考えます。なるべくきちっとした言葉を私たちも使ってい

って、子供たちを指導、指導っていう言い回しおかしいですね、ともに歩んでいって、子供とと

もに成長したいと思います。

県の前教育長の中永廣樹先生、８月１２日の新聞のコメントに、社会全体に、子供の顔色をう

かがったり機嫌をとったりして遠慮する風潮がある、悪いことは悪いと本気で向かっていく大人

が少なくなった、そういうところに今日的ないじめの問題の本質があるのではないかというよう

なことを書いていらっしゃいました。９番目の、おせの背中を魅せようっていう、こういうスロ

ーガンのもとに、もっともっと南部町の子供たちがよりよい環境でよりよく成長していってもら

いたいと思っております。

以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（足立 喜義君） 以上で６番、杉谷早苗君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をします。再開は１０時３５分です。

午前１０時２１分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

続きまして、１０番、石上良夫君の質問を許します。

１０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） １０番、石上です。議長のお許しを得ましたので、通告してあり
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ます点について質問いたします。

広報「なんぶ」８月号で、戸籍⋞住民票交付に係る本人通知制度が開始されました。全国で既

に１８０以上の自治体、県内におきましても２０１０年に施行された智頭町を初め、８市町村で

実施されております。西部地区におきましては、米子市、大山町に続き、本町も８月から事前登

録制度が始まりました。このことにつきましては、早い取り組みでありまして、高く評価をした

いと思います。この不正取得防止にかかわる本人通知制度につきまして、制度に係る背景、意義

また必要性等について、さらなる説明、広報、研修等も必要であると思います。

以下、次の４点について質問をいたします。

１つに、制度制定に係る背景、理由、目的は。

２つ目に、有効的に運用するために、不正取得防止につながるよう、住民の皆さんに制度の説

明、またさらなる広報、また研修の必要性があると思いますが、これはどうか。

３つ目に、事前登録の方法、年齢制限、また病気等で委任する等、手続について、町民の皆さ

んがよく理解できるように説明をお願いしたいと思います。

４つ目に、第三者が取得したとき、本人通知していても通知ができない公的なもの等、ほかに

もあると思いますが、その理由等はどうか。

以下の点について質問いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 石上議員さんの御質問にお答えをしてまいります。

まず、制度制定に係る背景、理由、目的についてでございます。背景、理由、目的といたしま

しては、平成１７年に名古屋市で、行政書士が職務上の請求権を悪用して全国の自治体から第三

者の戸籍謄本や住民票の写しを取得し、興信所に渡して報酬を得るといった事件が発覚、さらに

平成２３年には、司法書士会から入手した職務上請求書を偽造し、１万件にも及ぶ大規模な不正

取得事件、いわゆるプライム事件が発覚し、戸籍法違反などで５人が逮捕されております。

身元調査を初めとし、個人情報が大がかりに組織的に売買され悪用される事件は繰り返し起こ

っており、県内でも平成２０年から２３年の間に２３件の不正取得事件がありました。他人によ

る証明書の不正取得や虚偽の届け出を防ぎ、個人情報を保護するために、戸籍法及び住民基本台

帳法の一部が改正され、平成２０年５月から、各種証明書の交付請求や戸籍住民票の各種届け出

時には身分証の提示を義務づけ、不正取得に対する罰則が強化されましたが、その後も不正取得

が後を絶たないとして、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止のために、平成

２１年６月に大阪狭山市で初めて本人通知制度が導入され、各自治体に徐々に広がってきており
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ます。現在、鳥取県内では、本町も含め８つの市町村で要綱を制定し実施しております。南部町

でも９月より実施をしております。

第２番目の御質問の、有効的に運用するために不正取得防止につながるよう、制度の説明、広

報、研修についてお答えをいたします。この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交

付した場合に、事前に登録された通知を希望される本人に交付した事実をお知らせするものでご

ざいまして、同一世帯の方であっても、登録をしておられなければお知らせできません。対象と

なるものは住民票、または戸籍に本籍、筆頭者が記載されているものでございます。消除された

ものも含みます。住民票では、同一世帯の方以外からの交付請求があった場合、戸籍では、戸籍

に記載のある方またはその親族以外の方に交付した場合で、登録された日の翌日以降に行われる

交付請求が対象になります。交付した事実についてお知らせする制度でありまして、具体的にだ

れが請求されたのかということについてはお知らせいたしません。

不正請求を防ぐという点から、多くの方にこの制度を知っていただくために、広報「なんぶ」

８月号、南部町ホームページに掲載をし、今後におきましては、９月中になんぶＳＡＮチャンネ

ルで広報予定としております。また、町民生活課窓口には、チラシなど作成し、御案内したいと

考えております。不正取得防止のためには、南部町人権セミナーなどにより、企業、事業所、町

民の方々への研修と啓発の取り組みがさらに必要と考えております。

第３番目の御質問、事前登録の方法、年齢制限、病気などで委任するなど、手続についてお答

えをいたします。事前登録の方法として、申し込みの受け付けは、町の休日を除き、役場両庁舎

の町民生活課の窓口で行います。登録期間は登録日の翌日から２年後の１２月３１日までとし、

更新のためには再度登録の申し込みが必要で、登録期間満了日の２カ月前から受け付けいたしま

す。転出、転籍などにより登録事項に変更が生じた場合、登録期間満了前に本人通知制度を利用

する必要がなくなった場合にも届け出が必要でございます。また、登録期間が満了したとき、死

亡、居住不明などにより登録者の住民票が消除されたとき、または対象となる住民票の写しなど

が保存期間満了等により南部町に存在しなくなった際は、登録を抹消いたします。登録の年齢制

限は設けておりませんけれども、１５歳未満の方または成年被後見人の方につきましては、法定

代理人からの申請によります。疾病、その他やむを得ない理由により、窓口での申請が困難な方

は、代理人による申請または郵送により申請もできます。町外に住んでおられる方も、郵便によ

る申請ができます。また、法定代理人または代理人による申請の際には、代理権を明らかにする

書類として、委任状、戸籍謄抄本、登記事項証明書などが必要となります。

最後の御質問の、第三者が取得したとき、本人通知制度に事前登録していても通知できない公
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的なもの、またはその理由についてお答えを申し上げます。まず、通知できない公的なものとい

たしましては、国、地方公共団体などの機関及び弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、

社会保険労務士、弁理士の一部請求が該当いたします。その理由としましては、国、地方公共団

体が法令に定める事務を遂行するために必要な場合、また弁護士などは、裁判の手続などのため

の請求に関しては、住民基本台帳法または戸籍法に定める請求により交付した場合は、これは不

正取得による個人の権利侵害にはなりにくいと考えます。通知の対象としてはおりませんので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 今、町長から、名古屋のプライム事件等で、第三者、弁護士、司

法書士ですね、逮捕されたというような実例が答弁でありましたが、この事件は、プライム事件

と呼ばれておりますけど、偽造有印私文書行使と戸籍法違反などで、元弁護氏ら５人が逮捕され

ております。起訴状によりますと、横浜市内で探偵社を経営するＡは、東京都千代田区のプライ

ム総合法律事務所の経営者に話を持ちかけて、新聞広告で行政書士と司法書士を募集されました。

これで採用された方が、職務上の請求用紙を２万枚偽造したと、その偽造書を使って全国から不

法に職権を利用して、住民の皆さんの戸籍、住民票をとって、その情報を探偵社等に売買したと

いう本当に信じられない事件であります。

以前からこのようなものは再三報道されております。これは２０１１年の読売新聞になります。

これは小説家の黒川博行さん、この方も住民票が不正取得されていたことがわかったと。この方

は、ことし１０月に掲載された、これ、ことしっていっても２０１１年のことですが、週刊誌の

記事で、自分の本籍地や過去の居住地などについて書かれたと見られる箇所で、実際の大阪府内

の市町村名を複数上げられ、周囲の状況も具体的に記載されていたと。このことを本人が公表し

たことはなく、また記者の取材の場でも聞かれていなかったため、不審に思って市役所に聞いて

みたらとられていたと、こういう実態があって、今、町長が言われましたけど、弁護士や司法書

士、行政書士、税理士、特定８業種と言われておりますけど、その職権を利用していろいろ不法

なことをするということで、名古屋の事件は、事件の逮捕のきっかけは、警察官がある事件を捜

査中に脅迫を受けたと、電話で。電話の内容で、娘の名前もはっきりと相手が言ったということ

で、おかしいなといって調べたら、自分の住民票がとられていたということで逮捕とつながった

わけですが、非常に、職権を悪用して個人のプライバシーを悪用するということで、本当に大変

な問題だと思っております。

私どもが昨年から、ぜひとも南部町でこれは必要だからといって町に求めてきました。先ほど
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も壇上で申し上げましたが、西部では米子市が昨年の１１月から、また大山町が４月から、本町

は８月から、また伯耆町におきましても、間もなく要綱を改正して制定するということを聞いて

おりまして、本当に早い取り組みは私は評価を求めたいと思っております。

今、この目的で、町民の皆さんにわかりやすく私は説明するとしたら、現在の法律では、行政

書士や弁護士などの資格を持つ人は、職務上の必要性から他人の戸籍や住民票をとることができ

ます。しかし、それはとられた人には知らされません。この制度を悪用して、本人が知らない間

に戸籍や住民票をこっそりとり、それを興信所などに横流しして身元調査に悪用する事件が起き

てると。そこで、不正な取得を未然に防止しようというのがこの制度のねらいで、住民の皆さん、

多くの皆さんに事前登録をしていただくとともに、この住民票がとられない、とったら罰を受け

るということで防止対策にもつながると思っております。

２番目の質問で、有効的に運用するために、さらなる説明、広報、研修はどうかということで、

町長も前向きな答弁がございました。本当に、それはぜひともしなければならないと思っており

ます。このことを質問したのは、米子市が昨年の１１月からできておりますけど、鳥取市は８月

から。ある集会で米子の方にちょっと、このことについて皆さん御存じですかということを聞い

てみました。ＰＴＡの研修でしたが、米子市の方が５０人ぐらいおられました。ほとんど女性の

方でした。ところが、だれ一人もこの制度を御存じなかったと、皆さん知りませんでした。鳥取

市はこの制度ができたばかりですが、鳥取市も一人も御存じなかった。

本町では、広報の８月号で、Ａ４の約半分を使って太字で広報されております。しかし、皆さ

ん、この広報をしても本当に内容が、皆さん一人一人、理解できるのか、またこれを皆さんが見

られるのか、インターネットでも広報されておると聞きましたけど、なかなか高齢者の方々とも

インターネット見る機会も少ないと思います。窓口でも説明等されると聞きました。今後もさら

なる詳しい説明をしたらいいと思いますけど、私はこういうものを勉強しておりました。簡単に

大きな字でわかりやすく書いてあります。これは、戸籍謄本、住民票、個人情報、身元調査、知

らない間にあなたの情報がとられている、住民啓発シリーズ、「知っていますか？本人通知制

度」、戸籍や住民票の不正取得防止、ＤＶ、ストーカーの被害者保護ということで、本当にわか

りやすく説明されております。また担当課に後でお渡ししたいと思いますので、ぜひとも１回、

見ていただいて、利用できるものなら活用していただきたいと思っております。

そこで、担当課長にお聞きしたわけですけど、今、町長から答弁がありましたが、窓口でも説

明できるものを置きたいと、また教育委員会が担当になると思いますが、セミナー等でも研修の

場を持ちたいという答弁がありましたが、担当課長として、先ほど町長が言われたように、いつ
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ごろから窓口にそういうものを置くのか、またＳＡＮチャンネルでも広報したいとか申されまし

たが、具体的に今後の計画についてお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。石上議員お尋ねの広報についてで

すが、なんぶＳＡＮチャンネルの方では９月１９日から放送予定で、今、準備をしております。

チラシの方は、今どういう形がいいのかということで作成中でございまして、今、原案つくって

おりますので、来週、今週のうちにでも前に、来られたときに見れるように張り出したいなとは

思っております。以上です。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） どんどん積極的に行っていただきたいと思います。この登録は特

に若い世代、結婚、就職等も大きく関係あると思います。また高齢者の方も、こういうネットと

か、なかなか見る機会がないし、特に若年者と高齢者の方にも気配りをお願いしたいと思ってお

ります。

次に、３番目の事前登録の方法、年齢制限、また病気等で委任ということを質問いたしました

けど、具体的に年齢等は答弁がなかったと思いますが、１５歳、高校生以上になったら、私は個

々の判断もできるし、皆さんが将来、高卒で就職される方もありますし進学の方もおられます。

社会に出る、また結婚にもつながっていくという大事な時期ですので、若いときから登録が必要

だとは思いますが、これはどうか。

また、病気等で役場に来られない方は委任でできると思いますが、この点も。

それと、証明書といったら普通、運転免許証、写真と記載事項がありますので、運転免許証で

いいと思いますが、中には免許証をお持ちでない方、保険証を提示される方、保険証だけでいい

のか。いろんな問題もあると思いますが、今の点についてはどうでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。年齢制限のことですけども、年齢

制限は定めておりませんで、１５歳未満の方でも登録はしていただけます。一応１５歳で切って

おりまして、１５歳以上の方は御自分で登録していただくという形にしています。１５歳未満の

方は子供さんという考え方ですので、法定代理人、親御さん、保護者の方がかわりに登録すると

いうことにしております。

あと、病気で来れない方なんかの代理の方の登録も受け付けておりますので、それは代理に来

られた方が委任状という用紙を定めておりますから、委任状と、来られた方の身分がわかるもの
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のを持ってきていただければ登録ができます。

あと、免許証を持っておられない方、顔写真つきの証明書がない方ですが、保険証ともう一つ

何か、住所氏名とかを証明できるものがあれば、２つ以上のもので登録させていただくようにし

ております。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） ありがとうございます。免許証を持っておられる方は問題ないと

思います。私は学生証は写真が入っておると思っていましたけど、どうも今は写真がないみたい

で、ちょっと判断間違っておりましたけど、その場合も住民票と学生証とでできると、可能でし

ょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 健康保険証と学生証でできます。以上です。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） まだいろんなケースがあると思います。なかなか証明書等、また

大変ないろんなケースがあると思いますが、その場で町民課で親切に対応していただいて、十分

な説明をしていただきたいと思います。

法勝寺庁舎と会見庁舎で、どちらの課でもできるということですが、現在、早い方はもうされ

ておると思いますが、今、現状はどのぐらいの方が登録されたでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長です。８月の広報で事前登録を広報しましてから、

現在１３人の方が登録していただいております。そのうち、代理で登録された方は５人おられま

す。１５歳未満の方は、今のところ登録はされてないです。以上です。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） ありがとうございます。私も心配しておりまして、結構思ったよ

り多いと。米子市なんかは、よその市言ったらいけんですけど、昨年から始まったわけですが、

なかなか少ないということを聞いております。一番早かった東部の町でもまだ少なくて、皆さん

に広報をされておるみたいです。南部町も西部で３番目ですけども、どこよりも町民の皆さん、

たくさん登録されていただくことが必要だと思いますが、そのためにはやっぱり広報、皆さんに

お知らせする等、ああいうことも必要ですので、またしっかりと対応していただきたいと思いま

す。

次に、第三者が取得したとき、この登録をしていても本人に教えられないということをお聞き
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しました。まず公用請求ですね、国、自治体、そして第三者、８業種の、裁判、紛争関係等は本

人通知できないということをお聞きしました。この中で、先ほども町長答弁がありました、この

プライム事件の後、私どもの団体が県内各自治体で情報公開請求を行いました。私も南部町で請

求を行いまして、南部町は幸いにも不正取得されておりませんでした。点検がきちんとできてい

たのかと、そういう理解もあります。そして、私は日吉津村と境港市にもこの請求に行きました

けど、私は日吉津村、境港市の住民ではありません、また利害関係もありませんので、受け付け

ることはできないということで、日吉津、境港におきましては、残念ながら、このとられた件数

は未確認です。今は２３件。

そうして、私が一番不思議に思うのは、この不正取得された２３件の方が、いまだにだれがこ

の２３人の方の住民票をとったのかということを、多分各自治体はその本人さんに知らせていな

いと思いますけど、これはどういう理由で、不正の場合は私は本人に知らせるべきだと、犯罪に

使われているかもしれない、知らせるべきだと思いますけど、この点についてはいかがなもので

しょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。不正請求ということが明らかにな

った場合には通知をしているところもある、最近ではそういうことがありますが、今の個人情報

保護条例という、情報公開開示請求というのがあります。南部町ではそれやっておりまして、請

求する側にも請求される側にも個人情報保護というのがありますので、明らかに不正であるって

いうことがわからない限りはお知らせできないと考えております。今後ですけども、明らかにわ

かった場合には、やはりお知らせしていくことを検討していかなくてはいけないんではないかな

ということを考えております。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） プライム事件の教訓として、脅迫電話をかけられたと、自分の居

住地、また氏名を他人に無断でとられて、脅迫電話をかけられたという実態もあります。南部町

では今回は該当のあれはありませんでしたけど、ぜひとも、この司法書士、逮捕されております、

５人もね。こういうときには速やかに本人さんに教えていただきたい、教えていただくというこ

とで対応を求めたいと思います。

次に、教育委員長の方に質問したいと思いますが、先ほど町長答弁の中にもありましたけど、

やはり人権セミナー等で、しっかりとこの制度ができた、なぜできたのかということから始まっ

て、多くの町民の皆さんに御理解をしていただく必要があると思いますけど、教育長はどのよう
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なお考えがあるのかお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。このたびの制度改正、これまでこういう案件に

ついては、同和問題を学習するときに、身元調査の観点での一つの具体的な事例という形で教材

に取り上げてきたという経過がございます。が、このたび制度改正が行われたということで、今、

議員さんの方からもございましたように、やはり趣旨とか意義、このあたりのところを、まずは

しっかりと身近な学びの教材として整理をして、学習の場に入れていきたいというぐあいに思っ

ています。

くしくも、石上議員さんの方からも話も出ましたけれども、現在展開しております人権問題の

交流懇談会や、それから気づく⋞知る等々ではもちろんでございますけれども、やはり私自身は、

ＰＴＡの人権学習推進部と連携をしながら、保護者の皆さん方としっかり時間をとって研修した

いなということがありますし、それから、このたびスタートしたわけでありますが、例えば部落

解放月間だとか、どっかの場面で繰り返し意図的に、やはりこの問題をきちっと整理をしながら

研修に継続的に入れていきたいというぐあいに思っているところでございます。以上でございま

す。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） ありがとうございました。この登録制度は、やはり全町民の方が

必ず皆さんに教える、全町民の方が理解しなければならないという私は認識を持っておりますの

で、ぜひとも広い、各界いろんなところでしっかりと研修をお願いしたいと思います。

次に、この登録制度ができても住民票を見せない制度、例えばドメスティック⋞バイオレンス、

ＤＶですとか、この方で自分の住所地を知らせたくないという制度があると聞きました。何か１

年間、開示があっても開示されないということも聞いておりますけど、この住民票を見せない制

度、これがわかりましたら説明お願いしたいと思います。閲覧禁止措置。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 済みません、はっきり把握しておりませんで。ＤＶに限ったと

思いますけども、本人の申し出によりますとか施設関係からの申し出とかによりまして、住所を

知らせない、個人を守るために知らせない制度というのがあります。名前の方はちょっと忘れま

したけど。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 今、ＤＶの方も非常にたくさんおられると。私も安田さんですか、
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何回もお話聞いて、安田さん方も自分の、何ていうかな、時間も割いて、この被害者を皆さんで

守っているということを何回も聞きました。これは、被害者の中には、離婚後もしつこく追跡さ

れた、また別居後もつきまとわれたという方が多くおられるそうです。また、ひどいのは、別居

後の避難先を探り出して、再び暴力を振るわれ死亡された、こういう事件も報告されておるそう

です。

そこで、市町村は住民票の閲覧禁止措置という制度があるそうです。追跡や暴力からＤＶの被

害者を守ると、被害者が住民基本台帳事務における支援措置申し出書を提出すれば、１年間は本

人以外は住民票をとることはできません。また、更新することもできると。だれがとったか教え

てほしいというのがこの住民票の事前登録制度ですが、これは、反対に住んでいることをだれに

も教えないでほしい、これが住民票の閲覧を禁止する制度だそうです。

ちなみに本町では、こういう制度で登録されておられる方が実際にいるか、おられないのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。確認してきておりませんけども、

以前はあったようです。その方が継続されておられるかどうかというのは、ちょっと確認してお

りません、申しわけありません。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） ＤＶ被害の方もかなりおられると思いますので、ぜひともこうい

う被害が拡大しないよう、しっかりと検討、見守り等もよろしくお願いしたいと思います。

最後に、今は本人通知制度で、私の例えば住民票がとられますと、後から役場の方で、あなた

の住民票がとられましたよという通知がしていただけますけれど、通知の中身は、とった方の名

前等は通知できないということを聞いております。

先ほども答弁の中でありましたが、とる方の個人情報保護、また、私の同じく個人情報の保護、

両方あるということを聞きました。犯罪等で不正にとられたときは、やはりこれは本人さんに登

録してなくても通知する、通知登録してある方にはもちろんお知らせする。将来的に、ほとんど

第三者がとる場合、裁判、紛争関係を除いて財産問題等が理由になると思いますけど、役場で不

審と感じた、また本人から強い申し入れがあったという場面が将来起きる可能性もあります。ぜ

ひとも今、本町も８月からできたばかりですので、とった方の名前も本人さんに教えるよう、こ

ういうことができないのかということを将来的にも研究していただきたい。

いろんな場面があると思います。一人一人の個人情報、非常に大切です。特に今までの例で、
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子供たちの就職、結婚等に非常にこういうものが悪用されたという実態があります。町長も同じ

く私と、米子で同和対策協議会、これの役員さんです。私は、８月の３１日に、ことし採用され

る高校生の就職に関して、本年度採用予定のある企業に１２社、皆さんが、首長さんとハローワ

ーク、県、そして私どもの団体と、各企業に回って公正採用のお願いをしてきました。こういう

場合でも、企業が興信所、探偵社等を使って個人の情報を不正に取得して、企業にその情報をお

金で売る、そして就職の採用、不採用等の参考にするという事例も多く報告されております。

こういう重大な案件ですので、ぜひとも町民の皆さんに広く広報していただき、せっかく他町

よりも早く制定されました事前登録制度、これのしっかりした活用、運用等をしっかりとやって

いただきますよう強く要望して、私の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 以上で１０番、石上良夫君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 続いて、３番、雑賀敏之君の質問を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀敏之でございます。議長のお許しを得ましたので、通

告に従いまして、３点について質問をいたします。

まず最初に、農業施策について質問いたします。農業が南部町の基幹産業であることは言うま

でもありません。今まで（ＴＰＰ）環太平洋連携協定、農業振興施策、鳥獣害対策、農地⋞水⋞

環境保全向上対策、耕作地放棄地対策など、農業問題についていろいろと質問してまいりました。

６月議会の私の質問の持続可能な農業施策については、国策と連動した取り組みとして、農業

者戸別所得補償制度により農家所得の一定の向上が図られていると評価されていますが、この制

度は法令化されたものではなく、将来的に保障されたものではありません。また、中山間地直接

支払い制度や農地⋞水保全管理支払い制度も期限延長になりましたが、この制度も保障をされて

いません。支援対策については、国、県の事業に乗りながら、農地の維持、機械⋞施設の導入支

援等、町独自の取り組みとして、汗かく農業者支援事業、じげの職人支援事業、地域振興協議会

を事業主体とした地域奨励作物支援事業など、さまざまな支援事業を創設し、自立可能な農業施

策につなげていると答弁されております。この問題で、支援事業と効果について伺います。

次に、耕作放棄地、遊休農地対策については、南部町農業委員会が先般パトロールされました。

平成２３年度は、１５．４ヘクタールの遊休農地のうち５．６ヘクタールを解消。耕作放棄地再

生事業で、平成２１年度から１．７ヘクタールが再生されていますが、今後の再生計画について

お聞きいたします。

－３３－



８月２９日に人⋞農地プラン説明会が開催されました。この制度は、高齢化や後継者不足、耕

作放棄地の増加など、５年後、１０年後の農業プランであると考えますが、制度の内容と今後の

具体策を伺います。

（ＴＰＰ）環太平洋連携協定については、今、政府は解散問題などで影が薄くなっています。

９月９日にはＡＰＥＣ首脳会議が開催され、国連総会も予定されています。野田首相が、交渉参

加表明の懸念があるため、国会議員１５５人を初め市民など１，０００人が、８月３０日に東京

永田町の憲政記念館で集会を開催、ＡＰＥＣ並びに国連総会においてＴＰＰ協定交渉への参加表

明することは断固反対であるとの決議を満場一致で採択されております。ＡＰＥＣでは、交渉参

加の表明はありませんでした。

町長は、ＴＰＰ参加について、農業に壊滅的な打撃を受けるので交渉参加には反対されており

ます。ＴＰＰについて、政府に対して十分な情報開示と秘密交渉を中止するよう要望することを

求めます。

次に、町政要望の調査、確認スケジュールについてであります。町政要望取りまとめは１０月

末とのことでありますが、要望の取りまとめから調査、確認の手順を具体的に伺います。

次に、住宅リフォーム助成制度の創設を求めていきます。今まで住宅リフォーム助成制度の創

設を求めてまいりましたが、町長は町産材の活用家づくり制度や小規模取り扱い制度を活用し、

個人の財産への支援という意味合いが強い助成制度に税金の投入はできないとの答弁でありまし

た。

全国商工新聞によりますと、住宅リフォーム助成制度を創設している自治体数は、７月１日現

在５３３自治体、県が３、市区町村で５３０に広がっています。２０１０年の約１７０自治体の

約３倍になっています。また、日南町議会では、１２月議会に日南町住宅リフォーム助成条例の

提出予定であります。町の施策の実績と住宅リフォーム助成制度の創設を求めます。

以上で壇上の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 雑賀議員の御質問にお答えをしてまいります。最初に農業施策でござい

ます。支援事業と効果についてでございますが、南部町には８６３ヘクタールの農地がございま

す。これら農地をいかに維持し、集落の機能維持、担い手の確保を図っていくかということにつ

いては、町として重要な課題であると考えております。現在、集落一体となった自主的な活動に

より農地を守る取り組みとして、中山間地域等直接支払い推進事業と農地⋞水保全管理支払い交

付金事業の２つを行っておりますけれども、中山間地域等直接支払いでは３９地区で３４３ヘク
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タール、農地⋞水保全管理支払い交付金では１４地区２４６ヘクタール、合計で５８９ヘクター

ル、南部町農地の６８％がこれら活動で維持管理されておりまして、特に中山間直接支払いでは、

条件不利な傾斜地農地の遊休農地の発生を最小限に食いとめております重要な役割を果たしてい

るものでございます。

また、これらの事業は、農地や水路、農道の維持管理、有害鳥獣対策などについて集落単位で

取り組むことで、集落機能の活性化や集落営農の推進にも寄与しておりまして、特に農地⋞水保

全管理支払いでは、農業者だけではなくて非農家も含めた集落全体で取り組むことによりまして、

地域の資源である農業、農地について、地域住民全体で考えることにつながりまして、集落機能

の活性化に有効であると考えております。

また、担い手の状況でございますが、南部町におきましては、認定農業者が２０人、農業生産

法人２法人、大規模経営農家、これは水稲作付面積で１．６ヘクタール以上の方いっとりますけ

れども、１９人、集落営農組織が３組織、また、受託作業を主とする機械組合が１４組織ござい

ます。（サイレン吹鳴）これらの農業者に対する支援としましては、個別経営体に対する支援で

は、がんばる農家プラン事業、これは昨年までのチャレンジプラン支援事業でございますけれど

も、２件で３９７万２，０００円の大型機械導入に支援しております。また、集落営農組織向け

の支援としましては、次世代につなぐ地域農業バックアップ事業等を活用しまして、２件で５０

７万円、コンバインやトラクターの導入に支援を行っているところでございます。

また、町独自の取り組みとして、汗かく農業者支援事業、じげの職人支援事業、地域奨励作物

支援事業などの支援事業を行っているところでございますが、汗かく農業者支援事業では、販売

による所得向上を目的として取り組みを行う農家に対して、平成２２年度の創設以来、養魚田の

整備が２件、栽培推進としてブルーベリーやブドウ、ユズ、カキ、シブキ、ハスなどの植栽が１

８件、施設整備としてビニールハウス、果樹棚、給水設備などが１２件、合計３３７万７，００

０円の支援を行ったものでございます。

じげの職人支援事業では、みずからの作業により農地の改良や農道、水路の補修整備を行う農

家に対しまして、平成２２年度の創設以来、農業機械や農地改良用の作業機械の運転免許などの

資格取得が５件、水田の排水改良や水路、農道の補修、林地化した農地の伐採、伐根⋞整地、根

を抜いて整地をすると、そういう農地改良が８件の支援を行ったものでございます。なお、資格

取得については、国、県の事業にはなく、資格取得者は集落営農組織のオペレーター、農業生産

法人の従事者として活動しておられます。

また、地域振興協議会への支援としましては、地域奨励作物支援事業がございます。これは地
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域振興協議会が主導して農地の活用を図り、特産農産物の育成による農業の振興を図ることを目

的とした取り組みに対しまして助成を行うものでございます。昨年度は、南西伯振興協議会が行

った、ウド、キササゲの育成等の取り組みに対しまして２１万８，１１８円の支援を行っており

ます。

次に、耕作放棄地の再生計画はということでございますが、現在、農業委員会では、遊休農地

に関する措置として、農地のパトロールや利用状況調査に力を入れておるところでございます。

耕作放棄地の所有者への解消に向けた指導、また耕作放棄地を再生する耕作放棄地再生事業など

によりまして、平成２３年度は、１５．４ヘクタールの遊休農地のうち５．６ヘクタールを解消

しております。そして、これらの取り組みは継続的に行うことが重要でありますので、本年の取

り組みとしましても、８月２７日に農地パトロールの出陣式を行っており、今後も継続的な調査

による解消への指導、事業の活用を図り、耕作放棄地の再生に力を入れていきたいと考えており

ます。

次に、人⋞農地プランの具体策との質問でございますが、８月末に、制度周知のための地域の

担い手に向けた制度説明会を開催しております。今後は集落向けの説明会や農業経営の意向に関

するアンケート調査を通じて制度の周知と理解を図り、プランの策定につなげていきたいと考え

ております。また、プラン策定を効果的に進めるためには、推進体制をしっかり整える必要があ

るということでございまして、現在、町や県、ＪＡなどの関係機関が一体となった人⋞農地プラ

ン推進プロジェクトチームをつくっており、そこで推進に向けた具体策を検討し進めております。

今後の具体的なスケジュールでございますが、９月下旬に、各集落の区長さんを対象とした制

度説明会を行い、制度周知を図ります。１０月には、住民の皆さんへの農業経営の移行に関する

アンケート調査を行う予定としております。そして、アンケートの結果をもとに、１１月にプラ

ン作成の検討委員による検討会を行いまして、第１回目の人⋞農地プランの策定を行いたいと考

えております。また、さきのアンケート結果を踏まえた地域内での話し合いも必要なことから、

希望集落には随時個別に説明会に出向きましてプランの作成を推進し、平成２５年度末までに新

たな計画を追加していきながら、合計５回のプランの検討会を行いまして、南部町としての人⋞

農地プランをつくり上げていきたいと思っております。

次に、ＴＰＰの御質問でございます。ＴＰＰ協定については、農林水産分野のみならず、医療

や福祉を含めた各種サービスの国境を越えての提供、政府調達、労働など、２４に及ぶ交渉分野

があるにもかかわらず、物品の関税を原則撤廃するという以外、国民に対する情報提供がほとん

ど行われておらず、どの分野にどのような影響があるのか明らかにされないということから、国
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民的な議論が進んでいない状況にございます。

野田首相は、ＴＰＰ交渉に参加している各国が日本に求めている要求や情報を国民に明らかに

し、国民的議論を踏まえて、ＴＰＰ交渉に参加するか否かの結論を出すということを繰り返し強

調してこられております。しかし、ニュージーランド外務貿易省の交渉担当官が、ＴＰＰ交渉そ

のものが秘密主義であることを表明するなど、その交渉の過程における提案内容や関連資料につ

いて、協定発効後４年間の守秘義務が課せられることが明らかになっております。交渉文書や各

国の提案、関連資料を入手できるのは、政府当局者のほかは政府の国内協議に参加する者、文書

の情報を検討する必要のある者、または情報を知らされる必要のある者に限られるいうことでご

ざいます。また、文書を入手しても、許可された者以外に開示することは認められていないとい

うことでございます。

一方で２０１１年９月に、アメリカ、シカゴで開催された第８回の全体会合において、米国だ

けでも幅広い業界の２５０団体以上が招致されて意見交換を行う機会を与えられております。こ

のような機会は、現在、第１３回まで行われている交渉に至るまで継続して設けられており、Ｔ

ＰＰ交渉に参加することが、どれだけ多くの分野に影響を与えて、幅広い議論が必要となるかを

間接的に証明をしていると言えると思います。しかしながら、我が国では、政府による情報開示

が圧倒的に欠如しておりまして、首相が述べるところの国民的議論に資するだけの正確な事実に

基づく多様な視点からの中立、公平な情報が少ないことは、この問題を考えるに当たっての大き

な不安材料と言えます。

ＴＰＰについては、これまでも全国町村会での決議を通じて反対の意見を表明しておりますが、

ＴＰＰに関し多くの懸念が示されている現状で、我が国における国民的な議論と、その前提とな

る十分な情報提供がない中で、ＴＰＰ交渉参加への拙速な判断を行うことは大きな疑問でありま

して、政府に対して十分な情報開示を行うことと、国民的に十分な議論がなされないまま結論が

押しつけられる疑念が残る秘密交渉に臨むことは厳に慎んでいただくように、改めて全国町村会

を通じて要請をしていきたいと考えております。

次に、町政要望に対する調査、確認の手順でございます。具体的なスケジュールでございます

が、町政要望につきましては、さきの６月議会でもお答えしましたとおり、平成１９年から平成

２３年までの過去５年間に、町にいただいた要望は毎年４００件前後で推移をしておりまして、

その総数は、新規、継続合わせて１，９５３件でございます。この取りまとめにつきましては、

地域振興協議会を通じて行っていただいております。

地域振興協議会並びに未加入集落に、町政に対する要望の取りまとめを御案内する時期は例年

－３７－



８月でございます。これを受けて、振興協議会では各集落から要望を出していただき、現地確認

の作業を経て、町へ提出いただくのが１０月の末でございます。町では、いただいた要望をそれ

ぞれの担当課に振り分けて、国や県が所轄するものは国や県に送り、その回答を求めます。町が

所轄するものにつきましては、要望をいただいた年に実施できるものは、その旨、振興協議会と

集落に御報告して、年度内に実施をいたします。要望をいただいた年度に予算がないものは、１

２月までに各担当課が次の年の予算を要求します。緊急を要するものについては、例外的に補正

予算で対応する場合もございます。各振興協議会に対して、次の年度に実施するかどうかの回答

は、国、県所管のものとあわせて、新年度の予算案が確定します２月から３月に行います。ただ

し、３月議会で予算の承認をいただいて、４月の新年度にならないと、いただいた要望を事業と

して実施することはできませんので、その旨は回答の際に御説明をいたしております。振興協未

加入の集落につきましても、以上、説明したとおりの手順を経て回答をしております。

加えて、新年度の８月には、要望の実施や国、県からの回答などの進捗状況を中間報告として

回答させていただいております。また、継続して要望いただいたものにつきましては、継続要望

として管理し、毎年の回答の際に実施の可否について、新規要望とあわせて回答しております。

町政に対する要望につきましては、町民の皆様から回答や実施が遅いのではないかという声もお

聞きすることがありますが、町が要望いただいてから現地の確認、予算づくり、国や県との調整

などに加え、役所の予算と仕事が年度で区切られているために、町政に対する要望についての流

れがこのようにならざるを得ないということを御理解いただきますようにお願いいたします。ま

た、町政に対する要望については、限られた予算の範囲内で効果的に実施することが求められて

おります。その中でも、人命にかかわることや緊急性を要するものについては優先的に対応して

おりますので、よろしくお願いいたします。

最後に、住宅リフォーム制度の創設であります。雑賀議員には、これまでにも幾度にわたり、

住宅リフォーム助成制度の創設について御質問をいただいております。

これまでの町の施策の実績とのことでございますが、まず、鳥取県の環境にやさしい木の住ま

い事業を町独自に上乗せした事業として、森林保全と地域林業の振興を図るために創設した南部

町産材活用家づくり促進事業は、残念ながら平成２３年度の実績はなく、今年度についても今現

在では申し込みはございません。住宅を新築される方にはぜひとも御検討をいただきたいと思っ

ております。

次に、小規模工事等取扱制度については、昨年度は建設課が町営住宅の内装修繕に３件、４８

万４，０００円、総務課が庁舎修繕工事に１０万円、産業課が施設修繕等に６件、１０３万６，
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０００円、図書館が図書館修繕に５件、４２万５，０００円の、合計１５件、２０４万４，００

０円となっております。また、今年度については、建設課が町営住宅の内装修繕に４件、１０８

万円、総務課が庁舎修繕工事に２５万４，０００円、企画政策課が旧法勝寺高校修繕工事に２２

万９，０００円、教育委員会が図書室エアコン工事等に３件、３１万５，０００円、合計９件で

１８７万８，０００円となっております。

次に、プレミアム商品券については、平成２１年度４，４００万、平成２２年度、２３年度も

５，５００万円を販売して大変好評をいただきました。本年度も５，５００万円を販売中で、現

在約４，０００万円を販売しているところでございます。プレミアムが１０％ついていますので、

積極的に御利用いただきたいと思います。

住宅リフォーム助成事業を実施されている自治体の事業目的は、地元の中小零細企業の支援と

経済の活性化、個人消費の拡大を図るために行われております。また、緊急経済対策として行っ

ているところもございます。南部町で行っています、さきに説明した事業についても同じ目的で

実施しておりまして、幅広い対象で事業者、個人を支援し、地元の経済活性化の支援に役立って

いるものと思っております。

これまで御質問いただいた都度、御提案について消極的な回答で終始してまいりましたが、頭

からは離れることはございませんで、いろいろな情報に関心を持って過ごしてまいりました。そ

のような中、初日に御報告を申しましたけれども、山形県の庄内町への視察で、新築住宅へ５０

万円の祝い金を支給して大きな経済効果を上げている状況を知りまして、現在、真剣に検討をし

ているところでございます。これは評判がよいので、県が上乗せ２０万円を行って、合計７０万

円が支給されるものでありますが、地元の大工さんなどの施工が条件となっており、果たして南

部町で対応できるのかといった課題がございます。商品券での支援はどうかといった意見もござ

いました。このような施策を実施するに当たっては、住宅団地構想などとともに、若者定住施策

をパッケージで提案して行った方がより効果があるのではないかと考えております。

たびたび質問いただきながら、我が任期中に実現の運びには至らず申しわけなく思っておりま

すけれども、次期の町政の課題として引き継いでいきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） じゃあ順次、再質問させていただきます。

まず、町長も従来、農業は南部町の基幹産業であるということは、お互い認識は同じにすると

ころでございます。そこで、前回６月にも、今回なぜこの質問を前回もし、また今回もしたかと
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いうと、前回町長、先ほども私、壇上でも申し上げましたが、戸別補償制度、それから中山間地、

それから農地⋞水保全管理制度、確かにこれ、私も評価をしております。ですから、いろいろと

活動を続けて、当初からやってきております。

そこで、戸別所得補償制度、確かに１０アール当たり１万５，０００円入りますが、先ほど言

いましたように、これは全然保障された恒久的なものではございません。今、民主党政権でやっ

ておりますが、自民党はばらまきだということで、これはやめるべきだということで言っており

ます。なぜこれやめるべきかということは、やっぱり保障がされてないからだと、将来的にとい

うことでございます。６月議会でも申し上げましたが、やはり農業に対して一番所得を保障して

いくのは、米価の価格が、これをきちんと保障することが、これは農業は何年たっても、１００

年たっても２００年たっても、私はなくなることはないと思っております。ですから、これをき

ちんと保障さえすれば、やはり農業は維持して続いていくのではないかというぐあいに考えてお

ります。

前回、町長は、農業生産で、県が生産費が、農業収入が１１万円、それから費用が１３万円と

いうことで、約２万５，０００円の差がある、これに対して１万５，０００円の所得が１０アー

ル当たりあるんで、約６，０００円、７割が補てんできてるということですけども、それを差し

引いてみれば、あと６，０００円というのは赤字になるという計算になりますので、これ幾らや

っても、やればやるほど赤字になるという、計算上はなると思いますので、そこで農業所得が約

７０万から８０万円ということの答弁もございました。

それで、農業所得ですので、今、認定農業者で農業所得を大体３５０万円程度に設定がされて

おります。農業所得ですので、所得を３５０万円ぐらい上げようと思えば、今、私が言ったとお

り、やればやるほど赤字になれば、いつになったら３５０万円の農業所得になるかなと逆に疑問

を感じるんですが、その辺、町長、どのようなお考えかお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。やればやるだけ赤字になるということで、なかなか

この答弁も難しいわけでございますけれども、先ほど申し上げたような認定農業者や、あるいは

大規模農家といった皆様方に政策的な経費をある程度集中をしていきまして、これは個別の所得

の話ばかりではなくて、南部町の農地をいかに守って後へつないでいくかということも大切でご

ざいまして、そういう施策を通じてやっておるところでございます。

それと、確かにおっしゃるように、農家の所得を保障するために米価というものをもっと高く

していくということが求められるわけですけれども、米価そのものが、御案内のように非常に安
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い、それから、求めればもっとおいしくて安いお米が海外からでも手に入るというような自由貿

易競争の中での施策でありますから、おのずと打てる施策というのは限界があるのではないかと。

２反、３反つくっている農家のお米も、あるいは１０町、２０町つくって、それで生計を立てて

おられる農家のお米も、お米については同額ということになれば、やっぱりそこの部分は、所得

の面からいえば、それを同一にして施策をやりますと、きっと私は大きなむだというようなこと

も出てくるのではないかというように思うわけです。したがいまして、米価の部分については一

定の所得保障もしながら、ある程度の自由競争ということもこれは必要ではないかというように

思います。必要というか、そういう市場にさらされておるわけであります。所得を米価だけに求

めずに、ちょっとほかの観点から農家所得というようなことを考えていかないと、きっとこの施

策というのはうまくいかないのではないかなというように思っております。

法定をすれば間違いなくその所得が保障されるようなものでございますけれども、現在はいろ

いろな政治の状況の中で、予算措置でこの制度を運用しておるということでございまして、農林

水産省の担当の方に言わせますと、壊されたくないということを言っておりました。下手に法案

として出して、この所得補償制度を壊されたくない。農林水産省としては久々に農家に評判のい

い農政でありまして、政治の道具にあんまりされたくないというような意見を持っておられる官

僚の方がおられまして、何となくその辺が本音ではないかなと。安定した政権のもとで安定した

農業施策と、特にこの所得補償制度を法定化したいという気持ちをお持ちのようでございました。

以上です。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 町長も、この制度についてはいろいろ問題があるということ、そ

れと、先ほど言いましたように、制度的に固定したもんではないということで、先々は不安だと

いうこと、政治の道具には使われたくない。やはり昔から農家というのは、たとえ、よく私、話

聞くんですが、農業はやっていても赤字なんで、勤めながらしないと農業がやっていけないとい

うこと。ということは、勤めながらやっていかないとなぜやっていけないかということは、農業

所得が上がらないからということで、逆に言えば、給料からそっちの、よく話で、農協に給料か

ら持っていかないけんと、何しちょうだいわからんというようなことをよく聞くんです、農家の

方からね、確かにそれ本音だと思います。私も農協に勤めてましたんで、いろいろと入ってきま

すので、それよく実態わかります。ですから、やはり、たとえ先ほど町長が言われましたように、

２反、３反のものも、それから５町、６町のものも、それはそれだけのものですので、そこでど

うするかということになれば、やはり米価が安定して、そんなべらぼうに高い金額では、また今
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の競争原理で売れないということも考えられますので、その辺のことも考えないけんというぐあ

いに思っております。

それで、先ほど支援事業のところで、いろいろと町も国、県の事業に乗りながらということで

ございますけれども、この国、県の支援事業というのは、国、県の支援事業があるというのは、

町も幾らかの必ず、例えば国が２分の１、県が４分の１、プラス町が必ず出さないけんと、それ

はもう義務的な費用だと思います、義務的に。それから、やめたけん、やめれば国、県も出しま

せんので、これはもう、言えば、義務的に出さないけん経費だと思います。それ以上に、私が申

し上げているのは、これプラスアルファ幾らで、町長はいろいろな事業をやってると言われます

けども、現実見ますと非常に、幾ら南西伯等でマコモタケとかいろいろなことをやっておられま

すけども、それについて、私、ちょっと聞き取りのときに、どれくらいの効果があるかというこ

とを聞いておりますけども、産業課長、その辺については何か具体的な数字は上がっておるかど

うか、私聞いたと思うんですが、上がっておりませんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。いろいろの支援事業を行って、地域と農業

を応援をしておるところでございますが、具体的な数字というものは、こちらの方には上がって

はきておりませんが、しかし、例えば具体を少しお話をさせていただきますが、町長答弁にもあ

りましたように、次世代につなぐ地域農業バックアップ事業、これによりまして、この機械導入

を機に、集積面積が集落のほぼ全体に広がって農地を守っていく担い手組織として発展をしてい

くと、こういうような数字にあらわれないこういったものがあります。

それと集積面積ですが、具体の数字ではありませんけれども、それぞれどの組織も２割から３

割、集積の面積が向上をしております。さらには、地域の組織が農地を守る、それだけ地域力が

結束をして集落機能の維持につながっていると。こういうような数字にはあらわれない、もっと

農業の本当に大事な根幹の部分、そういったところに、非常にいい意味での効果が十分にもたら

されているというふうに認識をいたしております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 今、答弁で、数字にあらわれないということですけれども、数字

にあらわれないと、やはりやってる者は元気も出ませんし、じゃあ例えば、マコモタケを例に出

して悪いんですけども、つくって、例えば収入がどれぐらい上がったんだということのやはり目

標値、目標値がないと、じゃあマコモタケをつくって、よく昔から言いました、何々をつくって

ハワイに行こうとか、そうすればお母さん方も非常に元気を出して、じゃあ１００万もうかった
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んで、１０万でハワイに行こうとか、そういう目標があれば、みんな人間一緒なんで、元気が出

るんじゃないかと思いますので、やはりそういう例えば施策で数字にあらわれないということで

すけれども、例えば何をつくって、目標値ですね、それを町としてもやはり、例えばこれなら５

０万つくって収入になれば５万になるんだよとか、そういうようなところを今後検討をしていた

だきたいというぐあいに思いますが、その辺の考えはありませんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 町の独自の支援事業といたしまして、汗かく農業者、それからじげ

の職人支援事業、これは町の独自の事業でございます。これにつきましては、小規模農家を支援

をするという形なんですが、月に３万から４万円の所得の向上を、これを目的にして御案内をさ

せていただいております。それと、あわせてこういった支援をさせていただくことによって、先

ほど米価のお話がありましたが、米の直販の取り組みが進んできております。これによって、Ｊ

Ａ出荷よりも利益率が向上していると。ちなみにＪＡ出荷ですと３０キロ６，５００円程度です

が、直販だと３０キロ７，５００円、こういうような具体の数字も手元には届いております。以

上でございます。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ぜひとも、町、ＪＡとタイアップして、農家が元気が出る施策を

お願いしたいというぐあいに思います。

次に、耕作放棄地の再生計画でございますが、８月２７日に農業委員会が主体となって農政パ

トロールをしたということでございますが、２３年度、１５．４ヘクタールのうち５．６ですか

ら、まだ約１０ヘクタール残っているという、計算上なります。

ただ私が心配いたしますのは、今までずっとやってきて、ある程度、遊休農地にしても耕作放

棄地にしても、まずできるところからやってきておるんじゃないかというぐあいに思っておりま

す。せっかく、これは遊休農地対策でも、利用権設定を６年しないと補助がもらえないというこ

とになっておりますので、６年間は私もするように契約を結んでいるんですが、やはりせっかく

して、そこを今度いかに維持をしていくかというのが非常に問題になるんじゃないかと思います。

耕作放棄地というのは非常に荒れた土地で、非常に便利の悪いところが残っているというぐあい

に思います。ですから、そういうところをいかにして今後、先ほど言いましたように、そういう

ところを利用して、そういう小規模でも小さいものでもできるような施策を、やはり町としても

考えていただければというぐあいに思います。

それと次、人⋞農地プランでございますが、前回説明会がありまして、具体的に説明は聞いた
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んですが、やはり人⋞農地プランも、認定農業者も伸び悩み、それから、なぜ伸び悩むかという

ことも考えないといけないというぐあいに思います。というのは、やはりこういう、いいプラン

というかどうかわかりませんが、いいプランにするかどうかはまた今後の問題ではないかという

ぐあいに思います。

なぜこれがなかなか進行しないかというと、やはり農業がもうからないからということの一言

に尽きるんじゃないかというぐあいに思いますので、ぜひとも人⋞農地プランを有効利用してい

ただいて、いい制度に、先ほどは県とＪＡとそれから町でしたかいね、それと一緒になってプロ

ジェクトチームをつくってるということでございますけれども、ぜひともこれに農事法人の代表

の方等も、やはり現場の実際にやっておる者の意見も聞きながら、そのプロジェクトチームに加

えていただいて、その意見も聞きながら施策をやっていただければなというぐあいに聞いており

ました。

それとですね、ちょっと人⋞農地プランについては、早いところではもう去年の４月から活動

して、ことしには現実問題、動いているというところもございます。確かに、このごろ新聞を見

ますと、毎回のように人⋞農地プラン、人⋞農地プランということで出てるんですよ。これは日

本農業新聞なんですが、それから町長のあれしとられる農業共済新聞にも、このことはもう、こ

のごろはＴＰＰよりもこっちの方がたくさん出るようなあれですので、非常に農地プランという

のは、魅力があるかどうかはやり方次第だというぐあいに思いますが、ぜひともこの人⋞農地プ

ランについても、中身のある人⋞農地プランにしていただきたいというぐあいに思っております。

それから、次のＴＰＰ問題ですけども、これは６月の３日に、私の要望というかお願いしまし

たら、町長が快くＴＰＰ問題のシンポジウムを開いていただきまして、まずは成功じゃなかった

かというぐあいに思っております。ただ、先ほど言いましたように、今、政府は、もう国会は終

わったんですが、解散とかいろんな問題で、何かもうＴＰＰ問題がかすんでしまって、ＴＰＰ問

題は終わったかなというような一般的にはイメージを受けておりますが、やはり多分、今度はま

たＴＰＰ問題が争点になるのではないかなというぐあいに思っております。

実際スケジュール的にも、どうもそのような方向で進むように書いております。まず９月に、

予定として、今ありましたＡＰＥＣの問題、それから国連総会、いろんなところで、これは日本

海新聞なんですが、どうもアメリカの大統領選挙もこれに絡んでるじゃないかと言われておりま

す。それと、１１月のこれが済めば、また本格的にＴＰＰ問題が浮上してくるのではないかとい

うぐあいに思っておりますので、ぜひとも町長、先ほど言われましたように、この秘密交渉、そ

れから情報開示もせずに、何もわからないうちに交渉が進んでいるということのないように、再
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度、全国町村会でもよろしくお願いしたいというぐあいに思います。いい回答をいただきまして、

ありがとうございます。

次に、町政要望の調査、確認スケジュールでございますけども、これも前回質問いたしました。

私がなぜこの質問をしたかというと、先ほども言われましたように、８月に要望を取りまとめ、

１０月に町に届いて、大体２月、３月には一応回答するというスケジュールというぐあいに伺っ

ております。

その中で、町長の回答の仕方で、新年度の予算案が確定します２月から３月に行いますという

ぐあいに回答されております、前回。ということは、それは確かに、予算の執行は３月議会を経

て４月にならないとできんと思いますけども、もう２月、３月には予算の要求もあって、大体幾

らぐらいの予算査定が多分できてるんじゃないかというぐあいに私は思います。その中での予算

査定の中ですので、ちょっとこれ聞いてみたいんですが、１０月末に町に出てから、予算の要望

に対してまでの調査等についてはどのようにされているか、企画室長、町長、それどっちがいい

ですかわかりませんけども、お聞きしたいというぐあいに思います。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。１０月末までに各協議

会からちょうだいしました要望につきましては、それぞれ担当課がございますので、それぞれの

担当課の方でそれを受けまして、具体的に現場があるものが多いもんですから、各現場を協議会

の皆さん、それから地元の集落等、地元の皆さんと調査をいたしまして、それからその後、具体

的に予算に反映していくということになります。積算ですとか設計というものが伴うものもござ

いますので、年内に予算案を提出して査定を経るということでございます。その査定を経た結果、

おおむねですが、まだ議会の承認を得ていないものではありますが、というお断りをしつつ、各

協議会の方に回答させていただく時期が２月から３月にかけてということでございます。以上で

あります。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ということは、要望が出てから調査をして確認をして、ある程度

予算、どれぐらいかかるかということが把握してないと予算要望もできないというぐあいに私は

思います。ということは、予算要望ができて、予算査定があれば、そこである程度、今年度、大

体できる見込みとかなんというのは、２月、３月には回答はできないものでしょうか、それちょ

っと教えてください。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。
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○地域振興専門員（長尾 健治君） ２月ないし３月の回答では、そのようにできますとかできま

せんとか、それからもう一つ、町の方ではどうにもならん部分がございます。具体的にこれは国

や県に要望するというようなことで回答しております。以上であります。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ということは、２月、３月に回答もらっても何もならんというこ

とに、何もわからんもんで、要望出しても、できるかできないかわからんものの回答もらっても

何もならないというのが、ことしの２４年度の結果として現状ではないかと思います。

というのが、２月、３月の要望書は、回答そうなんで言ってるんです。それで、結果……

（「次年度の要望書、次年度の要望だよ」と呼ぶ者あり）要望出しても何もなりませんので、じ

ゃあ逆に聞きますが、そういうことの、例えば今年度の予算内でできるか次年度に回るかという

のは、回答は何月ごろにできるでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。最初のところに返りま

すが、１０月末で要望いただきますもの、これは次の年の予算に反映させるものでございます。

その年には予算がございませんので、そこは御理解ください。それから、先ほど申し上げました

とおり、それを１０月末までにちょうだいしました要望について、予算をつくって、予算を提出

して査定を受けてということで、２月ないし３月に、できますとか困難ですとかいうような形で

回答させていただいておりますんで、実際にやるかどうかわからんというのは、ちょっと意味が

わかりませんですけども。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） じゃあ、この回答書を読んでみたいと思います。各地域振興協議

会に対しての、次の年度に実施するかどうかの回答は、国や県所管のものとあわせて、新年度の

予算案が確定します２月から３月に行いますと。実施するかどうかの回答はって書いてあるで、

ちゃんと。今の話を聞けば、まだ２月、３月じゃわからないというような回答で、ちゃんとここ

に回答されてるんじゃないですか、実施するかどうかと回答するって言われてるんですよ、ちゃ

んと。これはうそなんですか、じゃあ回答は。次年度って言った、一番最初、次年度。次年度の

事業を実施するかどうかの回答は新年度に、じゃあ新年度の予算案は２月、３月でしょう、確定

するのは。そのときに実施できるかどうかというのは回答できないんですか。だって、これに書

いてあるで、ちゃんと、するって。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。
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○地域振興専門員（長尾 健治君） 再度、申し上げますが、ことしの１０月までにちょうだいす

るものは、平成２５年度、次年度の事業に対しての要望でございますので、それを２月ないし３

月に回答するということで、議員がおっしゃってることであります。そのように今、ずっと申し

上げてまいったつもりでございます。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） この回答は、２４年度事業に対しての回答なんですよ。ですから、

今年度の事業に、いつでもずっと年度は一緒なんで、今で言えば、例えば今、８月末にこれから

取りまとめようとしてます。それ１０月末で、来年の２月、３月にはするかどうかの回答はでき

るんですか。来年度ですよ、できますか。（「２５年度」と呼ぶ者あり）２５年、できますか。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） ２５年度要望については、この８月に各協議会に取りまとめ

についてお願いしております。これのできる、できないということについては、新年の、まだ２

４年度中でございますけど……（「２５年だがん」と呼ぶ者あり）２５年の２月ないし３月にで

きる、できないの回答するという、このローテーションでずっとやってまいっておりますんで、

ということでございます。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） じゃあ、なぜ２４年度はそういう回答ができてないんですか。ず

っと２４年度も、これ２月の２４日に出してるというぐあいに前回回答されました。じゃあ、予

算を見て検討するという回答です、２月に出されたものが。ですから、私、聞いてるんですよ。

なぜ、聞いてるかいったら、そういう回答をされているから聞いてるんですよ。じゃあ、この２

月、３月にそういう予算の範囲内でやります、そういうことを言われますから、ちゃんと次年度

が２月、３月に回答ができますかということを私は聞いてるんです。

それで、今回は、どうも聞くところによると、また８月ですか、９月に区長に説明会、２４年

度のこれについての最終説明があるというふうに聞いておりますが、それ、本当ですか。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） わかりました。確かにそういうふうに予算の範囲内で対応す

るというふうにお答えした事案もございます。これは、担当課の方に確認して、また会長さん方

とのお話し合いの中でも、するかどうかわからんのではないかという御指摘もちょうだいしてお

りますが、これに幾ら、これに幾らということではなくて、例えば修繕なら修繕、土木系の事業

でいいますと修繕なら修繕でこれだけの予算がある、その中で優先順位を決めて実施していくん
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で、果たしてそこまで御要望がいただいたものまで年度中に到達するかどうかわからないという

趣旨で、そういうお答えをしたということでございますけども、担当課としては、もちろん我々

もそうでございますけど、できるだけ御要望におこたえしたいというのが心情でございます、正

直なところ。だめですと言うことは、なかなか担当課長以下職員としても申し上げにくいとこあ

りまして、やむなくそのような回答の仕方をしましたけども、以後はもう少し具体的にわかりや

すくということを心がけるというふうに内部で確認しております。

それからもう１点、９月に回答ということでございましたけども、これは要望について具体的

に、当初予算でついたものがちょっと少な目だったもんですから、このたびの９月補正でそのち

ょうだいした要望をなるべく多く、要望におこたえするように事業を組んで、そのための補正予

算を今回の議会に提出させていただいております。そのことのできます、できませんの回答をい

たしますので、補正予算につきましてはどうかよろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 確かに今回、道路修繕とかなんとかが植樹祭の関係で補正予算が

組んであります。それとは別に、通常の予算で、これからじゃあ新しい回答をされたんですか。

予算の範囲内でしますとか、今年度では予算がないので、できますか、できませんというような

回答はされたんですか、もう。

そのことと、もう一つ確認をしておきます。次年度の事業についての、ですからこれ新年度で

すよね。ですから、来年度、２５年度の事業についての回答については、２月から３月に行いま

すとありますが、それについては、ですからこれの回答されたかどうかということと、このこと

の確認をしたいと思いますが、その辺ちょっとお聞きします。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 最初のお尋ねにつきましてですが、回答をしたかということ

で、まず、最初にことしの２月に１回、回答をしておりますが、この８月に中間でどのぐらい進

んだかという進捗状況の報告、実施したものもたくさんございますけども、今こういうふうに進

んでますという進捗状況の報告を申し上げております。

それから、ことし１０月にいただく要望につきましては、また年がかわった２５年の２月ない

し３月に実施、またはちょっと難しいですというような回答をさせていただく予定でございます。

以上であります。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、その確認がしたかったんですよ。結局、今、９月になって、
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もうあと２４年度も終わろうとしてるんで、町内の方から一体いつしてごすんだと、正式な回答

がないんで、いつしてくれるんだというような声を聞くもんですから、じゃあ、どうなってるん

でしょうかということを確認したかったんですよ。ですから、この回答でいえば、２月、３月に

できる、できない。例えば、これは予算がつきそうにないから、例えば２５年ではできないけど、

２６年、次年度以降になるよというような回答の仕方をしてほしいんです、２月、３月にね、も

う。今、進捗状況じゃなくして、これに対しての回答が私は本当は欲しいんですけども、半ばが

済んで、もうすぐ次年度になりそうとして、もう次の要望事項が出そうとなってるんで、それを

きちんとした、皆さんに早くするということを望んでおきたいというぐあいに思います。

それと、次、住宅リフォーム助成制度の創設でございますが、私もこの問題を何回となく取り

上げてまいりました。まあ、いろいろと最初は町長も勉強をしてるんで、もうちょっと待てとは

言われませんでしたが、やる気はないという明確な答弁を３月まではいただいておりました。私

が、町長が税金を使うのはいかがかと思うんでと言ったら、私がいろんな例を挙げましたら、そ

れはちょっとというような答弁もございました。だけども、今回やっとですね、私としてはこれ

で、町長は自分の任期中にはいい回答ができなかったけども、次期以降の町政に引き継ぎになる

のか、引き続きされるのかわかりませんけども、どっちになっても今、町長が答弁されましたん

で、このことについてはいい方向で検討がしていただけるものじゃないかというぐあいに考えて

おります。

なぜというと、商品券とかそういうものは、例えば４，４００万、５，５００万、例えば、商

品券が１００万なら１００万の経済効果しかありませんが、この住宅リフォーム助成制度は、ず

っと前にも申し上げましたが、１００万の住宅リフォーム助成制度をすれば大体、数倍、多いと

ころでは１０倍ぐらい、３００万の、例えば３０万なら１０倍で３００万、例えばこれが商品券

みたいに５，５００万のあれをすれば、１０倍になれば５億５，０００万の経済効果があるとい

うぐあいになりますので、そのものはそのものの金額しか経済効果がありませんけれども、この

住宅リフォーム助成制度は、やはり非常に経済効果が大きいということで、ぜひともこの制度を

つくって、町長選挙に出られると表明されておりますので、マニフェストにでも記入していただ

いて、ぜひともこの住宅リフォーム制度の、私の念願でありますこの住宅リフォーム制度の助成

制度をつくっていただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。住宅リフォーム制度について、従来、いろいろ御要

望をいただきながら、なかなかいい回答をしなかったその一つの理由に、いわゆる日常的な維持
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管理といったような部分ですね。ふすまの張りかえだとか、障子紙の張りかえだとか、これはい

けないというわけではございませんけれども、そういうものが含まれておるように伺いましたの

で、私はそういうことは全く考えておりませんという意味合いで答弁を続けてまいりました。

ただ、今回は、庄内町の分は新築なんですよ、新築。新築の住宅に５０万円の補助をすると。

非常に評判がよくて、県があと２０万円上乗せしてやろうということになって７０万になったと

いう話であります。ただ、これは地元の大工さんを使うというのが条件になっておるようでござ

いまして、これは大いに考えてみるべきだなというように感じたわけであります。

したがいまして、一時的に、例えば災害が起きたりしたときに、国も一時的には支援をすると

いうことを言っております。それから、今、県の方でも基金を積んで、万一のときには一時的な

住宅復興に支援をしようということになっておりまして、そういう流れがありますので、私は修

繕のようなたびたびではなくて、一時的なそういう住宅再建、改築といったようなことに、祝い

金的な意味合いで支援ができないのかなということを考えたわけでありますので、今も障子やふ

すま張りかえたり、そういう壁の塗りかえや、そういうことにまで支援をしていく、広げていく

というような意味合いでは考えておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。改築とい

うような大きな投資に、祝い金といった名目で支援をするのはいかがなものかなということで、

参考にさせていただきたいというぐあいに考えております。

○議長（足立 喜義君） 以上で３番、雑賀敏之君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をいたします。再開は１時３０分であります。

午後０時２９分休憩

午後１時３０分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

休憩前に引き続いて、一般質問を行います。

９番、細田元教君の質問を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 皆さん、こんにちは。９番、細田でございます。

議長から一般質問の許可をいただきましたので、させていただきます。

初めて１問しかいたしません。簡単だと思って、簡単なようで簡単じゃないやな気がいたしま

す。あいのわ銀行一本でございます。
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このあいのわ銀行というのが我が町の特色のある取り組みでありました。これは、坂本町長が

初めて当選された、たしか平成７年、町長当選以来、福祉の町づくりをするということで、あい

のわ銀行というのを創設されました。全町に説明に歩かれ、これが実施されておられます。以後、

平成１２年に介護保険制度が始まる前までは、このあいのわ銀行の利用者、また受託者、すごい

勢いで伸びておりました。また、全国からもこのあいのわ銀行について、視察も参っておりまし

た。

これが平成１２年、介護保険制度が始まりまして、いろんなあいのわ銀行でしておりましたサ

ービスというか、そういう事業がほとんど介護保険と一致しておりまして、介護保険事業に移管

するようになりました。急速にそういうことが今度は、自分やちが介護ボランティアで一生懸命

やっておったのが、もう一事業者、介護保険の事業者に全部それが、サービスが移行しまして、

あいのわ銀行自体が急速にこの福祉事業から撤退じゃないですけど、減少になりました。途中で

この福祉事業に限らず、すべていろんなことでも使えるように門戸は広げられました。けども、

実態は、やっぱり町民の皆さんはこの福祉事業というのが、やっぱ、あいのわというのでイコー

ル、そのように結びついておりました。

現実に、介護保険がどんどん進みまして、いろんな福祉事業が介護保険事業に移行しまして、

今までやっとったのができなくなったのが現実であります。けども、介護保険が平成１２年に始

まりまして、今まで４回の改正がございました。最初は、平成１２年のときは走りながら、また

転びながらでも介護保険制度を充実していくというこの制度でございましたが、やっているうち

に前回の改正から今回の改正に至るまで、だんだんと私たちが住んでおります鳥取県、また中山

間地域を扱っております私たち、高齢化率がだんだん高くなっております私たち、また人口減少、

少子化に基づきまして、高齢化率が高く、今は３０％になっております。それと同時に、少子化

も始まっております。この中で、この介護保険制度を改正、改正で今、第４期目でやってますが、

中身を見ますと何か実情に合わないな、私たちが住んでいるこの鳥取県、また南部町の高齢者実

態と国が進めているこの介護保険福祉事業、高齢者施策が何かずれてるような気がいたしました。

これが今回の改正に実にあらわれております。２４時間見守り体制、高齢者専用賃貸住宅、小

規模多機能施設等、たくさん制度ができました。これを我が町、また鳥取県に置きかえましたな

らば、この中山間地域にはどうしても合わない。これが皆さんも御存じのように、今それができ

ているのは、米子市、倉吉市、鳥取市、要は沿岸部だけなんです。この私たちが抱えている中山

間地域、また鳥取県には何か合わないね。県の課長と、また高齢者施策と厚労省等にも相談いた

しました。おかしいと。聞いてみましたら、この高齢化率がこれからどんどん進むのは大都会な
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んです。東京、神奈川、大阪、横浜、これらが、こちらの方がこれから高齢化が進んできて大変

だということは、私たちはもう１０年前にこれを乗り切ってきたんだと。今は進んでいるのは、

都会の高齢者施策と、だからおかしいな、合わないなって思っていました。

つい最近、そのことについて、鳥取県が高齢者の元気福祉プラン、平成２４年から２６年度の

３年間ですね、をつくりました。この中にキャッチフレーズは、「～みんなでやらいや「とっと

り福祉のまちづくり」～」、これがキャッチフレーズであります。ここにみんなでやらいやって

いうのがあったんです。それは、この冒頭に平井知事が言っておりました。鳥取県は、昭和６０

年をピークに人口が減少しております。また、６５歳以上の高齢者人口は、平成２２年には１５

万人を超えましたと。人口の２６％に達して、全国と比較しても高齢化が鳥取県は全国より１０

年先、進んでいるということ。それで、いろんな政策を今、鳥取県がすれば、これが成功すれば、

全国の取り組みのモデルになる。これが、県は介護保険や高齢者福祉の施策は地域の方向に向い

ていると。地域主権は国が言っております。私たちも振興区をつくっております。地域のことは

地域で決める、そういうことから地域のために何をすべきか、何ができるのか考え、具体的な行

動を起こすことが大事だと、知事は冒頭、巻頭言に述べております。この中に地域のきずなとい

うのが社会の中で機能し、しっかりとした土台となり、高齢者や障がい者の生活を支えていくこ

とが重要であると気づきましたと、知事は言っとられました。

これはどこで気づいたというのは、平成２２年の豪雪、ありましたね、鳥取県に。そのときに、

あの国道がとまったときです。また、山陰線がとまったときです。地域住民の方が炊き出しした

りして、みんなが支えた。こういう土壌がある。鳥取県にはある。また、我が南部町には、平成

７年からあいのわ銀行というみんなで支え合える組織をつくった。そういう土壌があります。

知事は、人口減少や高齢化は現状のままでいけば、さらに激しくなります。高齢者一人一人が

健康を維持し、地域の支え合い活動に積極的に参加する中長期的な対策として、子育て施策を推

進すること等を通じて、魅力ある鳥取県を築くことができれば、高齢社会を乗り越えることが可

能だと信じております。知事はこのように言っております。これと同じように、我が町も同じこ

とが起きております。

私もいろんな高齢者に会ってます。高齢者の方は言っておられました。今後、不安であると、

この地域で暮らす、大変不安である。この人やちをぜひ地域で、みんなで守ってあげたいという

気持ちが起きました。それには、介護保険制度、医療制度、また保険制度を駆使して、そのお年

寄りが地域で暮らし続けるという大前提のもとでこれを行わなければならない、施策を行わなき

ゃいけないということを県の人と一緒になって協議いたしました。
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県は、鳥取バージョンをつくろうや、言われました。今、その鳥取バージョンをどんどん進め

ております。我が町もこの鳥取バージョンにのっとってやれば、日本をリードする、また福祉の

町、南部町になる気がいたします。それは、土壌にボランティア精神のあるあいのわ銀行がある

からなんです。

高齢者がなぜ不安なんだと。私、勉強いたしました。一つは、やっぱり所得なんです。高齢者

の所得。鳥取県の場合、厚生年金と国民年金の平均で月８万４，０００円と、全国平均よりも６

％低いというのが現状なんです。国民年金は、全国平均で月５万４，０００円です。鳥取県は、

月５万６，０００円と平均より高くなっていますが、これは国民年金の保険料納付率が高いもの

だということだそうです。一方、厚生年金は、全国平均で月１５万７，０００円です。鳥取県は、

月１３万３，０００円と約２万円低いんです。年金受給額を見ると、鳥取県の高齢者は全国より

も低い水準にあるということが実態でわかったんです。

もう一つ注目したいのは、高齢化率は３０％になりました。これは、全国平均、上から３０番

目ぐらいだったかな、４７都道府県で。そのような状態で、また昔は一世帯の中におじいちゃん、

おばあちゃん、私、子供と３世帯ぐらいおったんです。今、それが少なくなって、単独の高齢者

が、独居高齢者が増加しつつある。これも鳥取県、また南部町にも言われることです。これの人

やちをどんなんして救って助けてやっていくか、こういうことが喫緊の課題になっておりました。

県がこれについて、私たちの南部町のあのあいのわ銀行を私、ぱくったんじゃないか、まねし

たんじゃないかと思ったんですけど、介護支援ボランティア制度の導入促進ということを言いま

した。これは、介護支援ボランティア制度は、高齢者が社会貢献のために介護保険施設や独居高

齢者へ見守り等でボランティア活動を行うことで、高齢者の生きがい増進や介護予防を図るとと

もに、活動した時間数によりポイントが付与され、介護保険料の一部として実質的に相殺が可能

となる制度ですと。県は、市町村が介護支援ボランティア制度の導入を進めていくような働きか

けを行っていきます、このように県は述べております。まだこれが私の耳に、我が町も他町でも

やらないけんということは聞いておりません。我が町にはあいのわ銀行があります。このあいの

わ銀行と、この県が進めておる介護ボランティア制度というのは、ここから私、出発したんじゃ

ないかと思うんですけども、これをどのようにして今後、発展させるのか、大きなかぎがここに

あると思います。今後、私たちが住んでるこの南部町、中山間地域、高齢化率が３０％になると

ころ、また独居高齢者がたくさんなるところ、それと同時に子供が、生産者人口が少ない。昔は、

高齢者を胴上げ方式で、１０人か２０人で１人の高齢者を助けてまいっておりました。今は騎馬

戦型で、３人に１人の割合で高齢者施策を行っています。今後、この騎馬戦が肩車方式になる、
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こういうことになれば、若い人もとってもたまったもんじゃないと思います。

いま一度、私はこの南部町、ぜひとも胴上げ方式にまた持っていきたい。それは、私は地域だ

と思います。地域にそういう地域力、また住民力が復活すれば、これは私は可能になろうと思い

ます。このような背景がございました。我が町が進めております、先見的に。また町長が初めて

町長になったとき、福祉のまちづくり、言われました。それの基盤になってるのがあいのわ銀行

でございます。このあいのわ銀行を今後、どのようにされるのか、また県が進めている介護支援

ボランティア制度とどのように関連されるのか、ひとつ壇上からでございますがお伺いして、自

席から再質問させていただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 細田議員の御質問に答えてまいります。

あいのわ銀行事業は、地域住民の方々が、お互いに助け合い、みんなが幸せで安心して暮らせ

るまちづくりを目指しまして、平成８年度より旧西伯町で発足いたしております。

福祉サービスやボランティア活動をした人の労力を、賃金ではなくて点数であいのわ銀行に積

み立てるというものでございます。

サービスの内容といたしましては、食事、洗濯、買い物、通院や外出の付き添いなどでござい

ます。

会員の種類でございますけれども、１対１でボランティア活動を行う協力会員、団体でボラン

ティア活動を行う記録会員、サービスを利用する利用会員、活動の趣旨に賛同し会費を納める賛

助会員の合計４種類でございます。

利用会員の登録をされますと、１００点基礎点数として付与されましてサービスを利用できま

すけれども、点数がなくなりますと１時間１００円の利用料をお支払いいただきます。

制度発足後、１６年間で延べ２万７，６５９件、３万６，７７９名のボランティア活動を推進

してまいりました。

平成２４年３月末時点で、協力会員が７１５名、記録会員が１，０９４名、賛助会員２名の合

計１，８００名余りが現在ボランティア登録をされております。また、利用会員は１４２名が登

録されております。

制度が発足してから１６年が経過し、その間、制度の見直しを行い、１対１で行うサービスを

する場合のみを預託点数とし、将来サービスを必要とするときに利用できますけれども、それ以

外の活動は記録点数のみという形に変更をしたために、利用点数、預託点数ともに実績が減少い

たしました。
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現状の課題としては、預託活動、旧会見側でこのあいのわ銀行の認知度が低い、介護部門との

調整がとりにくい、サービス内容に制限があり利用しにくい、コーディネート業務の難しさがあ

る。記録活動でございますが、ボランティアグループの活動は安定しているが、個人活動の報告

は出にくい、点数がたまってもその分で将来サービスを受けられないので、報告まではいいわと

の声を聞くなどが上がっております。

時代が必要として立ち上げたあいのわ銀行でございますけれども、平成１２年から介護保険制

度が始まったこと、道路運送法の改正で移送サービスができなくなったことなどに十分な対応が

とれておりませんでした。

しかし、今後やってくる超高齢社会は、介護保険制度のみでは支え切れないことは明白でござ

います。第５期介護保険計画では、介護保険料が月額４，８５０円と県内では２番目に低い料金

となりましたが、１万円を超えるのもそう遠くはないと思います。そうならないためにも、この

あいのわ銀行制度を見直して、介護保険制度との併用が可能となるものにして、保険料の抑制と

安定運営につなげたいと考えます。

ボランティアの力、地域の力は、高齢社会を支える有力な資源であることは間違いありません。

振興協議会を立ち上げ、地域力が向上して、困った人を支援していく輪も広がっております。ボ

ランティア団体の活動で、ちょっとしたことならあいのわ銀行に報告せずにどんどん活動されて

いる実態もございます。介護申請をされる方の理由で、炊事や買い物に行くのがえらくなったか

ら申請しますと、来られる方もおられます。私が町長になったときに立ち上げましたこのあいの

わ銀行が、介護保険分野にどんどん取ってかわれば、その改善策となるわけであります。いま一

度、当時の思いに立ち返って、あいのわ銀行を再構築していきたいと考えます。以上でございま

す。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 今、町長から力強い言葉いただきました。再構築を行っていく。

ぜひともこれをしていただけなければ、今おられる高齢者が本当にこのまま不安であるというの

が切実な声でありました。今、実際に、特に米子等にどんどんできております高齢者専用賃貸住

宅、また特定施設、有料老人ホーム等ですが、これらの利用負担はほとんど１５万円以上なんで

す。今、所得の実態を言いましたように、本当に高齢者の方、特に国民年金の方、私は６万円だ

と思っとったら５万４，０００円。５万４，０００円しかいただかない、そこから介護保険料、

国民保険料、高齢者医療ですね、引かれたら本当に５万円か４万何ぼしか残らない。私たちはこ

こで死ねということか。要は、そういうとこに入れる方は、どんどんその制度を使って入っても
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らえばいいです。だけども、そのはざまにある方、入りたいけども入れない、この実態、現実を

ぜひとも考えてもらわないけんと。今、介護保険制度との併用を可能にしたいって言われました。

これをぜひともしていただきたいと思います。

一つ伺いますが、今、県が進めてる介護ボランティア、介護支援ボランティア制度ですが、市

町村について、これについての何か問い合わせが来ておりますでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 現在、日南町の方でモデル事業で実施されてることは聞いてお

ります。取り組みについても申請すればできるとは思いますけども、南部町の方では申請はして

おりません。以上です。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 確かに実際そうなんです。日南町で今、モデル事業やってるよう

でございますが、うちは、我が町は、この県が始めています介護支援ボランティア制度、この根

幹はあいのわ銀行なんです。みんなで支え合う、これしか、あとは地域の福祉は守れないってい

うのがこれなんです。要は、地域福祉、地域医療を守るには、このあいのわ銀行の再構築しかあ

りません。私たちが元祖介護支援ボランティアなんです。これ、一番ネックになってるいうか問

題になってるのが、介護保険制度との絡みなんですね。やっていることが一緒なんですよ。それ

をどのようにやっていくか、ここが整理ができれば、そういう土壌がありますので、私は地域福

祉、地域医療が、完璧じゃないかもしれませんけど、その地域に住んでおられるお年寄りは守れ

るような気がいたしますが、町長、何か名案はお持ちじゃないでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。この介護保険制度が平成１２年にスタートいたしま

して、さまざまなサービスがこの保険給付という形で行われるようになったわけであります。し

たがいまして、従来、在宅で介護が必要な方に銀行制度としてサービスを届けようと、措置で行

われていた時代ですから、銀行制度で、ボランティアでそれを届けようというようなことで、そ

れはそのまま税の縮減にもつながったというように思っておりますが、保険という概念が入りま

すと、やっぱり長い間かけて、万一介護が必要になったときには、思う存分面倒見ていただきた

いという思いもあるわけでありまして、なかなかこのボランティアとの整合がうまくいかなかっ

たということでございます。

したがって、名案はないかということですけれども、やっぱり保険給付とそうでないものをも

うちょっとはっきりさせんといけんというふうに思うわけです。
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例えば、介護保険の上乗せサービス、それから横出しサービスというのがありますが、例えば

上乗せサービスは、今あるものは保険はここまでですよと、そっから先はあいのわ銀行で行いま

すよといっても、これはどこからどこで区切るというようなことにはなかなか難しい課題があり

ます。

横出しサービスの場合には、サービスの種類がはっきり分かれますから、これは案外、取り組

みやすいかなとも思ったりしますけれども、そういうぐあいに考えますと、守備範囲が当初考え

ておったものよりもどおんと小さくなっているわけですよ、少なくなっているということでござ

います。

私が一番いいなって思うのは、例えば在宅サービスを行うヘルパーさんの資格を持った方が、

同じ人が同じサービスをずっと続けていきて、例えば２時間サービスなさって、保険では１時間

の保険サービスをし、どうしてもちょっと足りんところですね、もう１時間とか４５分とか、こ

れは銀行のサービスで提供しますよというようなことができれば、私はこれが一番いいなと思っ

ておるんですよ。ところが、そこにちょっと難しさがある。ここは工夫せんと誤解を受ける。絶

えずその人に同じヘルパーさんが行くわけでもございませんし、そこの辺にちょっと難しさがあ

るなと思っているわけですが、いずれにいたしましても、４，８５０円で介護保険料が推移して

おりますけど、高いとこは７，０００円超えているような、全国的にあるわけでして、南部町の

高齢者の方の実態から言って、なかなかそれだけの保険料を払って介護保険を支えていこうとい

うようなことにはなかなかならないと思いますので、これはぜひいろいろな角度から検討して、

介護保険のためにもこれをやっぱり再構築をしていくべきではないかなというようなことを考え

ているわけです。すぐここで発表できるだけの名案は持ち合わせておりませんけれども、再構築

をしていかなければいけんという思いは持っております。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 町長、一つ提案というか提言なんですけども、この高齢者施策、

どうしてもすぐ介護保険制度になっちゃうんですけども、この介護保険を使ってもしなれば、介

護保険ができる事業所を立ち上げないけんですね、第一条件は。だけども、この介護保険を使わ

ない、中身は一緒だかもしれん。だけど、今度は事業所とけんかが起きる可能性もありますけど、

今のようなあいのわ銀行のようにボランティア精神でやる、地域住民が、私たちが介護保険制度

を使わない、地域の高齢者は私たちで守る、守りたい、そのような地域をつくっていただければ、

あくまでもこれはあいのわ銀行でやるボランティア活動でありますというようになれば、その辺

のすみ分け、またコーディネーターですね、これが必要になるんですよ。今のコーディネーター
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してる人はケアマネージャーですけど、ケアマネージャーは介護保険制度にしか見ておりません。

これが地域福祉っていう全体を見ながら、これは介護保険だね、これは地域でできますね、この

問題は地域で何とかできそうだね、ここまでいったらあとは介護保険制度だねっていうようなコ

ーディネーターできる、そのような仕組みを、私はこういうことこそ社会福祉協議会が担わにゃ

いけんじゃないかなと思ってますけども、町長、どのように思っておられますか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。こういう複雑なことになってきますと、今、御提言

をいただいたように、コーディネートという調整役がとにかくポイントになると思います。絶大

な信頼を寄せる、そして地域の実情を本当に事細かく承知している、掌握している人がやっぱり

コーディネートを果たす、そういうことが私は何よりもうまく機能してくための必要な条件だろ

うというふうに思うわけですが、今、言っていただきました社会福祉協議会、これはそもそもこ

のあいのわ銀行を運営している運営主体でお世話になっておりますが、なかなかそれだけのスタ

ッフがそろっておらんというようなこともあろうと思います。

私は、そういうコーディネート役は社会福祉協議会のような人員が十分にないところにそれを

求めても、これは難しいのではないかな。それから、これは介護保険でやれ、これはあいのわ銀

行でやれというようなことの、そういう仕分けは私は両方はこれは難しいというように思うわけ

です。やっぱり介護保険のケアマネージャーですよね、これはちゃんと報酬をもらって、事業所

としての運営をしておりますから、その報酬の中で、これに報酬にもならない、しかしサービス

は同じようなサービスをするあいのわ銀行を持ち込むと、私は非常に混乱するのではないかなと

いうように思うわけです。

そうしますと、やっぱり今、地域の実情をいろいろよく御存じのといえば地域振興協議会、地

域振興協議会などの機能を高めて、そこにこのようなサービスのコーディネート役を養成して配

置をする、あるいは社会福祉協議会でもいいんですけれども、社会福祉協議会がそういう人をそ

れぞれの振興協議会に配置をしておいて、その人を通じてそのような役割を担っていただくとい

うようなことをしていけば、これはきっと行き届いたことになるのではないかなというように思

いますけれども、介護保険とセットでやりますと、きっと混乱して私は難しいのではないかと思

っております。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 町長と同じ考えでして、これに介護保険制度とどのようにすみ分

けしようかというのが大きなネックになっておりまして、一つのキーワードはやっぱり地域福祉、

－５８－



地域福祉は、今、私たちがおります南部町の地域振興区、これらが本気になってそういうことの

コーディネーターできる人材をぜひとも、これ何とか、何かのいろんな方法でもいいですので、

養成、育成してもらいたいのが物すごい気持ちなんです。そうせなかったら、それがなければ、

だんだん高齢者になったで、ほんならゆうらくに頼みなさい、ほかの事業所へ頼みなさい、そう

いうことで終わっちゃうんですね。それはそれでいいかもしれませんけど、だけどその地域の福

祉を守るためには、やっぱり地域の人が一番よう知っとられます。その地域には高齢者もおられ

ます。障がい者もおられます。また、子育ての関係の方もおられる。これらを全部ひっくるめた

コーディネーターできるような地域福祉をぜひとも今後、新しい南部町のあいのわ銀行の発想の

転換として、ぜひとも考えていただきたいと思います、これは。

私もいろんなところに視察に参りましたけども、全部営利事業なんですね。やっぱり営利事業

になれば、いろんな保険制度で駆使して、国から補助金、町から補助金取ったりしてやっており

ます。

一番、これが営利事業でなかったらええなと思ったのは、富山県にあります富山型デイサービ

ス関係ですが、地域で困った人、いいよ、どんどん来て、私が面倒見てあげますよ、そういう制

度でしたが、そこにはやっぱり保険っていうのが絡んでおりまして、営利になっておりました。

そういう精神のもとで、地域福祉をぜひとも推進していただきたい。

これは平成７年、町長が初めて当選されて、福祉のまちづくりを進めるって言われたあいのわ

銀行から新しいあいのわ銀行に発展するためには、今度は地域振興区が中心となった地域力、住

民力を絡めた、新しい制度をさらなる今のあいのわ銀行が発展できるような制度をぜひとも町長

につくっていただきたいというのが願望でございます。これができなければ、本当に高齢者、今、

所得の実態を言いました。この人やちが、私は守れんじゃないかな、またそういう人やちが本当

に不安がっておられました。言いなるように、独居の高齢者がどんどんふえております。こうい

う実態がありますので、南部町の新しいあいのわ銀行をぜひとも生まれ変わらせる、それには地

域振興区を中心とした地域力と地域住民力を兼ね合わせた制度をぜひともつくっていただきたい

と思いますけれども、最後に町長の強い決意と希望を聞いて質問を終わりたいと思いますが。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。私も福祉のまちづくりを一層進めたいという思いで

町長に立候補して、当選を果たさせていただいて、以来、今日まで福祉についてはライフワーク

ということでいろんな角度から勉強もさせていただいてまいりましたが、今、国の方では、保健、

医療、福祉、住まい、生活支援といった、いわゆる地域包括ケアシステムということを言ってお
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ります。これが介護保険制度も一つのツールとして、この地域包括ケアシステムを構築をするよ

うに、国がまた動いてるわけです。結局、我がこのあいのわ銀行の制度は、絶えずちょっと先、

行きていたと思います。後から介護保険制度ができて、あいまいなものになってしまった。しか

し、その先導役というのは、これは果たしてきたというように思うわけです。

したがって、この地域包括ケアシステムを、これは究極の理念だというように言われておりま

すので、どのようにつくっていくのか、そして地域包括ケアシステムの中で、どの分野をあいの

わ銀行でやるのか、そういうことをすみ分けをして取り組まないと、また中途半端なものになっ

てしまいそうな気がして、ちょっと考えておるわけであります。

地域振興協議会の方で、この地域包括ケアシステムの担い手になっていただきたいという思い

がございます。そういう主体として地域包括ケアシステムを住民の皆さんに保障をしていく主体

として考えたときに、やっぱり地域振興協議会ぐらいのくくりでやれば、実現性が非常に高いの

ではないかというように思っております。

そこの部分の、介護保険でやるのはここまで、こっからこの部分についてはあいのわ銀行でや

ろう、この部分は日本赤十字社が赤十字方針にのっとったボランティア活動でやっていこうとか、

そういう要は地域資源の総動員と同時にすみ分けですね、そういうことを整理していかないと、

重複したりしてまたわけがわからんようなことになってはいけない、そういう思いでおりまして、

これは大仕事になるなと思っております。そういうことを想定しながら、住民の皆さん方にここ

で生まれてここで死んでいくことに幸せを感じていただくような、そういう平和で穏やかな南部

町というものを提供していかんといけんな、そういう町にしていかんといけんなという思いで今、

おります。そういうことを披瀝して、答弁といたします。

○議長（足立 喜義君） ９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） ありがとうございました。今、言われました地域包括ケアシステ

ム、これが一番大事です。地域包括ケア、地域の中にはいろんな資源がございます。この資源を

全部駆使して、その地域を守る、地域福祉を守る、地域医療を守る、そういうことをぜひともコ

ーディネーターする人を町長の力で育てていただきたいと思います。これがコーディネーターで

きる地域包括ケアシステムが振興区、地域住民でできるようになったら、私はこの場所で安心し

て高齢者が生活できると思います。ということをぜひともお願いして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。

○議長（足立 喜義君） 以上で９番、細田元教君の質問を終わります。
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○議長（足立 喜義君） ここで休憩します。再開は２時３０分です。

午後２時１７分休憩

午後２時３０分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

続いて、４番、植田均君の質問を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 植田均でございます。質問通告に従いまして、次の２点について

質問し、町長の見解を問うものでございます。

初めの質問は、国の原子力発電とエネルギー政策に対し、町長の認識を伺います。

野田政権の原子力政策に国民の怒りは大きいものがあります。国会に設置した福島原発事故調

査委員会報告を無視して大飯原発を再稼働させたことは、国民の生命と未来に対する冒涜であり、

福島県民を初め、原発事故の被災者救済が進まない中での暴挙であると考えます。大飯原発を再

稼働させなくてもこの夏の電力需要は満たされていたことは明らかであり、財界と電力会社の意

向によって再稼働を行ったことは言語道断であります。国民の多くは原発再稼働に反対であり、

自然エネルギーなど再生可能エネルギーの転換を求めています。

また、南部町は島根原発から３０キロ圏内であり、町民の暮らし、未来のかかった大問題であ

ると考えます。町長はこの問題にどのように対応するか、所見を伺います。

１、大飯原発の再稼働についての所見を伺います。

２、国会、首相官邸を包囲する国民の抗議の声に対し、所見を伺います。

３、原発ゼロの自治体首長の会に参加すべきと考えますが、所見を伺います。

４、国と中国電力に対し町民の声を届け、原発再稼働を許さず、自然エネルギーなど再生可能

エネルギーへの転換を積極的に行うことを求めるべきと考えますが、所見を伺います。

大きな第２の質問です。地域振興区設置条例を廃止して、区長制度と公民館活動復活を求める

ものであります。日本共産党南部町委員会が独自に行っている町民のアンケート集計でも、地域

振興区制度に対し多くの疑問が出されています。また、必要だとは思わないという回答も多く見

られます。このアンケートの結果については、まだ中途であるので、９月末をもって集計する予

定でありますが、このアンケートの声を参考にしながら、地域振興区制度発足後５年間の費用対

効果、行政サービスの後退の問題などについて所見を伺います。

１、この５年間に地域振興区制度推進のために使った税金支出について、職員人件費、交付金
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額、各振興区別にかかった金額の内訳も含めて説明を求めます。

２、税金の支出に対してどのような公務サービスが行われたのか伺います。何が振興区発足以

前より前進したのか、具体的に説明を求めます。また、税金の支出に対して、効果はどのような

ものがあったと考え

〔録音中断〕

○議長（足立 喜義君） 休憩します。

午後２時３２分休憩

午後２時３３分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

○議員（４番 植田 均君） どこから始める。（「（２）からやりましょう」と呼ぶ者あり）

（２）からね。

地域振興区設置条例の質問の（２）の具体的な質問の中身で始めます。

税金の支出に対してどのような公務サービスが行われたのか伺います。何が振興区発足以前よ

り前進したのか、具体的に説明を求めます。税金の支出に対しての効果はどのようなものがあっ

たと考えているか、所見を伺います。

３、南部町地域振興区設置条例では、振興区を統括する組織として地域振興協議会を置くと定

めていますが、そのように条例で任意の団体を限定して定めることができると考えているのか、

見解を伺います。また、振興区内に現在の振興協議会以外の振興協議会を置くことはできないの

か、見解を伺います。

４、地域振興区設置条例を廃止し、自主的な活動は届け出によって自由に行うようにすべきで

あり、区長制度を復活して集落を基礎単位とすること。また、公民館活動を復活させ、住民の自

主的な活動に支援を行う方向に切りかえるべきと考えますが、町長の所見を伺います。

以上、この場からの質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 植田議員の御質問にお答えをしてまいります。

最初に、国の原子力発電とエネルギー政策についてでございます。

御承知のように、大飯原発は３号機が８月３日に、４号機が８月１６日に本格運転を再開をい

たしました。この再開については、地元自治体、住民の意見が最も重要視されまして、説明会な

どを受けて、議会で、そして首長が運転再開を容認し、県知事も同意したことから再開に至った
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ものでございます。

本原発の再開については、福島の原発事故後、国内の原発がすべて停止してから最初のもので

ありまして、国民、経済界などからも大きな関心事項でございました。この再開についての重要

な論点としては、国が原子力発電に対する基本的な考えを示し、その実行への強い思いが国民に

対して伝わるか、現在の考え得る安全対策が運転再開に当たって十分に確保されているか、再開

後の監視体制は十分であるかなどであったと思います。大飯町におかれては、それらの点につい

て確認が得られたとして、また長年、立地町としてエネルギー政策に協力してきた町としての責

任を果たすという思いから、苦渋の選択をされたものと思います。

国が全国主要都市１１カ所で開催した意見聴取会の傍聴者アンケートでは、原発依存度につい

て被災者の５０％が即ゼロ、３１％が段階的にゼロという結果でした。また、意見公募について

は分析途中でありますが、約９割が原発は不要としておりました。政府もこの結果を踏まえ、こ

れらの結果の検証や論点の整理などを行い、今後の対策を決定していくと思われます。

このたびの再開の要因としては、原発による発電の比重が高い関西電力であったこと、消費地

の大阪の電力事情から、夏期の電力のピークにおいては大幅な不足が見込まれ、国民の生活や産

業活動に支障が出るおそれが高いといったことなどがあったのですが、原子力規制庁の人事も未

定の状況の中では、この後に運転再開となる原発は当面はないと思われます。

このたびの結果としては、節電の効果や他社からの電力融通などで若干の余裕が残り、再稼働

がなければ不足の状態であったとの報道がなされておりました。ただ一部には、電力会社の融通

の仕方によっては、原発がなくても乗り切れたという意見もあったところであります。

私も積極的に原発再開を容認するという考えは持っておりませんが、国民の生活や社会活動に

継続的に大きな支障が出るような事態は避けなければならないと思っています。そのようなこと

から、今回の再稼働は特別なものとして思っておりまして、今後はこのたびの再稼働について検

証し、代替エネルギーのつなぎのものとして最低の必要量の運転となるような取り組みがされる

べきではないかと考えております。

次に、国会、首相官邸を包囲する国民の抗議の声に対してどのように考えておるかということ

でございますが、反原発の抗議デモは、大飯原発運転再開の方針が決定された後、４月１４日を

皮切りに繰り返し行われております。６月２９日には、主催者発表で２０万人という大規模なも

のとなりました。デモについては、民意の表現の手段として問題のあるものではないと思ってお

りますし、このたびの原発再開に反対する方の意思表示としての行動でありますので、私がとか

く意見を言うことではないと思いますけれども、そのような声が盛り上がってくるということは、
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今後の施策については国としてもより重大なことととらえて、対処されるべきと考えています。

デモについても、最近はネット社会で呼びかけなどにより容易にこのような大規模なものにな

り得るわけでございますけれども、声を上げる、デモをするだけでは解決策にはならないと思い

ます。今だけを見るのではなく、長期的な取り組みを持った代替案を持ちながら表現していくこ

とも必要ではないでしょうか。

次に、原発ゼロの自治体首長会に参加せえということでございます。この会は、住民の生命、

財産を守るために、脱原発社会を構築しなければいけないと判断する自治体首長が集い、４月２

８日、東京都内において会議が開催され発足したと聞いております。

目的としては、安全な社会を実現するために原子力発電所をなくすことであり、５月１日現在、

全国３５都道府県の７０名の自治体の首長、元首長が会員になり、活動されてるようです。中国

地方では、山陰の２町村長、島根県知夫村長、鳥取県北栄町長が会員になっておられます。

今後は、原発をなくし、代替の自然エネルギーへシフトしていくべきとは考えておりますが、

だれが考えても一朝一夕にそのことが実現しない状況にあっては、当面、全国的な動向を見なが

ら、身近なところでの取り組みから進めていくことがより重要であろうと考えるところであり、

本会議に参加することは現段階では考えておりません。

次に、国と中電に対して町民の声を届けなさいということでございます。前回の６月議会で石

上議員さんからの御質問にお答えをいたしておりますが、もう一度答弁いたします。

昨年の東日本大震災を引き金に、福島第一原発がメルトダウンし、これまで安全神話としてう

たわれてきた原子力発電所が大自然のエネルギーの前に崩れ去りました。これをきっかけに、こ

れまでのエネルギー政策を改めて点検し、再構築する動きが出てきております。

現在、多くのマスメディアで報道されているような脱原発、原発推進といった対立の議論を行

うのではなく、総合的かつ客観的なデータにより安心安全、エネルギーの安定供給、コスト、経

済性、環境などの視点から、短期、中長期に分けた政策の具体化が必要だと感じております。

短期的に安定的なエネルギーの確保については、既存自家発電設備の有効利用によるエネルギ

ー供給が考えられます。

これは昨年、関東地区を中心に行われた計画停電時も各企業を中心に、電力カット時も自家発

電設備で対応した経過もありますし、既に多くの企業は自家発電設備を用意していると聞いてお

ります。

しかしながら、自家発電は企業の自発的な暫定措置でありますし、燃料は化石燃料を使用しま

すので、二酸化炭素排出量は増加いたします。この措置は、非常時と考えられる短期的な代替政
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策としては有効だと思います。

また一方では、各家庭での節電も重要だと思います。具体的には、生活の質を落とさずに省エ

ネすることを目指し、省エネ型の建物の新築や改修及び省エネ型の電化製品の普及など、国が後

押ししていく必要があると思っております。そこには新たな雇用も生まれるはずですので、経済

の活性化にもつながると思います。

しかし、短期的かつ安定的に良質の電気を供給するためには、現状で原子力を使うしかないと

いうことも事実だと思います。そして、中長期的には原子力エネルギーに対する依存度を低減し、

最終的には原子力発電所にエネルギーを依存しない社会を目指すことを目標にすべきと思います。

それには、やはり再生可能エネルギーに着目をいたしております。太陽光などに関しては、本年

７月から、施設で発電した全量を電力会社が買い取る全量買い取り制度が始まっておりますし、

いろいろな規制緩和の措置がなされますので、着実に前進するものと考えます。

本町としましても、自然エネルギーの活用は重要かつ急務との認識から、町が保有する土地な

どを有効活用し、主体的にメガソーラー発電事業を手がけることができないか、前向きに検討し

てるところでございます。

脱原発には共感するところでございますが、電気を取り巻く産業や国民生活の現状を考慮いた

しますと、すぐに原発をやめるわけにはいかないと思います。このような状況を少しずつ改善し

て、原発のない社会を目指していかなければなりませんが、現状では再生可能エネルギーで代替

できる状況ではございません。原子力エネルギーから見れば、再生可能エネルギーは実にささや

かなものかもわかりませんけれども、地道に積み上げることで脱原発も決して夢ではないと思い

ます。

なお、中国電力には、島根原子力発電所の運行状況について、西部町村にも一斉ファクスなど

の通信手段で連絡体制を強化するように要請しているところでございます。

次に、地域振興区についてでございます。まず、この５年間の地域振興区制度推進のために使

った税金支出についてお尋ねでございます。各地域振興協議会に交付しました交付金、年度ごと

に申し上げます。平成１９年度、２，４４５万８，０００円、２０年度、２，６２９万３，００

０円、２１年度、２，７４５万２，０００円、２２年度、３，７６８万３，０００円、２３年度、

３，５５７万３，０００円となっております。うち協議会の事務局員人件費は、１９年度はござ

いません。２０年度は４３６万円、２１年度、４５６万８，０００円、２２年度、１，５４２万

４，０００円、２３年度、１，３３３万２，０００円でございます。

これら交付金のうち、協議会の各種事業に係るお金は新たに発生した費用ではございません。
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従来から支出しておりました行政文書の配布手数料や、地区公民館の活動委託料などを交付金に

振りかえたものでございますので、誤解がないようによろしくお願いします。

また、地域振興協議会の事務局員の賃金につきましては、そのほぼ全額を国の特別交付税で措

置をしていただいております。

正副会長様の報酬につきましては、平成１９年度が８０９万２，０００円、２０年度以降２３

年度までが各年度１，０７８万円でございます。正副会長さんは、町の非常勤特別職という位置

づけのもと、各協議会における住民自治やコミュニティーの活性化、防災や防犯、環境美化、地

域福祉などの活動を住民の皆さんみずからが推進していただく中心的な役割を担っていただいて

おり、報酬に対して絶大な成果を生み出していただいていると思っております。

ちなみに、正副会長様１４人を合わせた報酬年間総額は、町職員の年間給与の２人分程度でご

ざいます。

次に、税金の支出に対してどのような公務サービスが行われたのかという質問にお答えしてま

いります。

植田議員は質問の中で公務サービスという言葉を使われましたが、協議会が行う活動は、国や

自治体が行う公務サービスではございません。住民の皆さんがみずからの地域とそこに暮らす人

のために行う自助、共助の活動でございます。ちなみに本町では、行政がこれを支援する協働と

いう形で、地域振興協議会の活動が進められていることは御案内のとおりでございます。

さて、地域振興協議会でどのようなことが行われたのかということでございますが、いずれの

協議会でも４つの部を設置し、住民みずからが地域の課題の解決を目指す活動をなさっておられ

ます。

具体的に申し上げますと、総務企画部では青パトによるパトロールや声かけ運動などの防犯活

動、集落単位での防災訓練活動、公民館部では運動会やスポーツ、レクリエーション活動や文化

講座、講演会、人権啓発活動、地域づくり部ではごみの不法投棄防止対策、道路や河川、公園な

ど身近な環境美化活動、地域の農産物を活用した特産品開発と販売活動、ふれあい部では健康と

体力づくりの活動や高齢者の見守りを初めとする御近所福祉の活動など、大変に幅広くかつ地域

ぐるみで取り組みが展開されております。

これら活動の多くは協議会が設立されてから始まった活動で、いずれも地域が従来から抱えて

いた課題で、集落単位ではなかなか解決が難しかったものばかりでございます。町としても従来

からこれらの課題は解決すべきものと認識をしておりましたけれども、職員数や経費の面から町

内全域できめ細かい手だてを講ずることが難しかったものばかりであります。この面から考えま
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すと、地域振興協議会の費用対効果は大きなものがあると認識をいたしております。

次に、南部町地域振興区設置条例では、振興協議会を置くように定めておるわけでございます

けれども、任意団体を限定して定めることができるかということでございます。

この件につきましては、さきの６月議会でも地方自治法に定める地域自治区との関連でお答え

をしておりますが、南部町において条例を制定して設置されております地域振興協議会は、地方

自治法に基づくものではありませんが、地方自治法は同法の規定によらない地域自治組織の設置

を禁止しているものではございません。南部町の取り組みが地方自治法に違反しているとは考え

ておりません。

南部町地域振興区を定める条例第１条に、南部町に暮らす住民がみずからが暮らす地域のあり

方を考え、地域の力を結集してさまざまな活動に取り組む場として、かつ町が町民の意見を町政

の運営に反映し、町民とともに魅力ある地域づくりを行う場として設置する。南部町地域振興区

とありますとおり、むしろ自治法の理念に基づき、本町の持つ地域特性を発揮し、分権時代にふ

さわしい独自の取り組みを進めているものであると、他の自治体や研究者、総務省を初めとする

国の機関の皆様には評価をいただいているところでございます。

次に、振興区内に現在の振興協議会以外の振興協議会は置くことはできないかということでご

ざいます。私は、平成１６年の合併を契機に、町民の皆さんがより幸せに暮らし続けることがで

きるためには、どのようなまちづくりを行うのかという課題について真剣に悩み考えました。そ

の結論は、国や県の分権を住民の皆さんのお手元まで届けるということでございました。そのた

めには、地域での住民自治をさらに確立していくことが必要であるということから、地域振興区

という構想を提唱させていただき、議会を初めとする各方面から多くの御賛同をいただきました。

地域振興区については、集落単位では実施が困難であった地域課題の解決や、従来からの地域コ

ミュニティーの存続など、多方面からの検討を審議会に諮問し、半年に及ぶ審議を経て、現在の

振興区の区割りが決定されました。このような理由で、現在の地域振興区は、南部町の地域の自

治や活性化を図る上で最良の形ができ上がっていると考えております。

したがって、御質問の振興区内に他の振興区を置くことができるかということでございますが、

これは条例上で想定をしていないところでございます。

ちなみに、未加入集落のうち下阿賀におかれましては、ことし８月から町からの郵送をやめ、

天津地域振興協議会から発行される文書、広報も含め、町からの行政文書を集落で配布し、配布

手数料も同振興協議会から受け取ることを集落の皆様でお決めいただきました。

また、伐株区におきましては、区長文書配布手数料は、昨年度から法勝寺地区地域振興協議会
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から受け取っていただいておりますが、この９月からは従来、町職員が持参しておりました行政

文書を法勝寺地区振興協議会から受け取る旨を了承いただいております。あわせて敬老会や運動

会などの法勝寺地区地域振興協議会の行事にも参加いただいております。

このようなことから、私といたしましては、未加入集落の皆さんのお気持ちとしては、将来的

に御加入を希望されているという、そういう感触を得ているところでございます。

続きまして、条例を廃止して届け出によって活動を自由に行った方がええということでござい

ますが、現在の南部町では、自主的な活動は議員がおっしゃる届け出がなくても自由に行うこと

ができます。ちなみに、我が国は住民の皆さんの自由な活動を届け出などという規制を設けて縛

るような国ではございません。

また、区長制度を復活せよという御意見ですが、町は各集落にいらっしゃる区長さんや区長制

度を一度も否定したことはありませんし、各集落では区長さんを中心に日々の集落運営が営まれ

ていることも重々承知をしております。あわせて、各集落の区長様には、それぞれの地域振興協

議会において、評議員として評議会の活動や予算、決算などの審議を担っていただいております

とともに、その活動にも日常、多大な御尽力をいただいているところでございます。

公民館活動についても、現在の町公民館並びに各地域振興協議会の公民館部、または生涯学習

部の皆さんによる活動は、振興協議会が発足する以前と比較して、格段に盛んな活動が展開され

ておりますことは議員も御存じのことと思います。

以上、さまざまな御質問に対してお答えしてまいりましたが、各協議会の活動事例で御紹介し

ましたとおり、単一の集落や公民館の活動はそれなりに意義があることではありますが、それだ

けでは解決困難な課題が地域には数多く存在し、それに立ち向かうためには集落を超えた地域住

民の連携が必要不可欠でございます。そして、暮らしや地域を見詰める際にも近視眼的な物の見

方ではなくて、長期の展望に立ってものを見詰め、考えていくことが大切であると思います。

また、それらの住民の皆さんの力を集めた活動に対する評価が、多くの表彰や感謝状という形

になってあらわれております。具体的に申し上げますと、鳥取県知事による住民自治団体表彰並

びに自主防災組織表彰が３協議会、鳥取県警察本部長による交通事故防止活動に対する表彰が１

協議会、米子地区防犯協議会長による防犯活動に対する表彰及び感謝状が２協議会、中国地方知

事会からの地域づくり共同研究に対する感謝状が１協議会、鳥取県並びに米子地区交通安全協会

からの交通安全活動に対する感謝状が２協議会、このほかにも地域福祉や環境活動に取り組む団

体として、鳥取県知事による認定証や登録証を受けている協議会が３つございます。

以上、申し上げましたとおり、本町の地域振興協議会は多くの表彰状や感謝状などを受けてお
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られます。ちなみに、このような顕彰は、振興協議会が発足する以前にはごくまれなことでござ

いましたが、振興協議会ができたことにより、地域での住民の皆さんみずからが取り組む活動が

盛んになり、その活動の評価として多数の顕彰に至ったわけでございます。そして、このことは

地域振興協議会という施策の高い評価を示しており、役員さん方の懸命な取り組みによる成果で

ありまして、一緒に大きな拍手を贈るべき出来事であると考えているところでございます。以上

で答弁といたします。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） そうしますと、再質問をするんですけども、数値のことで、２番

目の質問の地域振興協議会にこれまでどれだけの税金を投入したかということを資料として提出

いただきたいので、よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 後で議運に諮って。

植田議員。

○議員（４番 植田 均君） このことは、事前に言っておりまして、大体聞いておりますので、

本当はこの場所に資料として提出していただいた方が本当は正確な数字を突き合わせることがで

きるんですが、後で、じゃあいただきます。

そうしますと、初めの質問の原子力発電所大飯原発の再稼働についての所見について、町長は

地元の大飯町とか福井県が判断されたので仕方がないというか、全般的に町長の見解は、原子力

発電というものに対して、当面は仕方がないのではないかという立場ではないかと思うんですけ

ども、その点、そういう認識でよろしいですか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 先ほど答弁したことに尽きるわけでございます。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 先ほど、国民の９割が、全体として９割でしたね、５０％は即廃

止、それから３０数％は段階的に廃止というのが国民の大きな意思だと思います。それで、今、

福島原発の事故を経験して、日本人の原子力発電に対する認識が大きく変わってきました。それ

までは、安全神話というものが振りまかれて、原発事故というのは絶対起きないものだというこ

とでこれまで来たわけですけれども、安全ということが絶対ということはあり得ないんだという

ことですね。それで、この前の国会に設置されました事故調査委員会の報告で、福島の事故は人

災だったということを明確に決定づけた。それで、それを報告を受けながら、大飯原発ではいろ

いろな問題が指摘されていましたね。
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○議長（足立 喜義君） 植田議員、町政に対する一般質問だから……。

○議員（４番 植田 均君） いや、だから通告……。

○議長（足立 喜義君） どっかで整合性がありますか。

○議員（４番 植田 均君） 通告してますから、議長がそういうことを……。

○議長（足立 喜義君） 国会ではありませんので。

○議員（４番 植田 均君） 私は、町民として島根原発を……。

○議長（足立 喜義君） 島根原発とこことの……。

○議員（４番 植田 均君） 間近に控えた住民として質問してるんですよ。ですから、議長は

あんまり途中で……。

○議長（足立 喜義君） うそ、うそ。ちょっと休憩します。

午後３時０９分休憩

午後３時１０分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。（「落ちつけ」と呼ぶ者あり）

○議員（４番 植田 均君） はい。

絶対、国会の事故調査委員会が人災といって明確に問題点を指摘したわけですけれども、それ

が完全に大飯原発で今の免震監視等の問題だとか、具体的に不十分な施設の状況がありながら見

切り発車をしたんですよ。一方、関西電力の電力需要は賄えてたというのが、いろんな調査では

っきりしてるんですね。そういうところで、国はこの問題がだれのための原発再開だったのかと

いうことを一番はっきりしたのが、大飯原発再開されるときに日本経団連の会長が、ようやった

と。その前後して、野田総理と経団連の会長は会談をして、財界の求めに応じて見切り発車の原

発再開をした、こういうことも今、多くの皆さんが情報として知っているんですよ。私は、そう

いうことを指摘して、こういうことを許さないっていう立場を町長が鮮明にされるっていうのが、

私は求めておきたいと思います。

それから、原発ゼロの自治体首長の会ですけれども、鳥取県の北栄町長さんが鳥取県では入っ

ておられるということですけども、一番最近の情報では、もうちょっと入っておられる方がある

んではないかなと思うんですけど、「カタログハウス」という雑誌に町長は取材を受けられたこ

とはありませんか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。そういう取材を受けたことはございません。
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○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この「カタログハウス」というのは、自治体の首長さんに原発問

題どう考えますかということをアンケートをとっておられて、ちらっと見たような気がします。

これは、そういう取材がなかったのであれば、それはそれで置いておきますが、私はこの原発の

問題で最後に言いたいのは、中国電力と国に対して、この原発っていう技術が人類と共存できな

い技術だということが基本認識としてないとだめだと思うんですよ。このごろだんだん使用済み

核燃料の処理が問題になってきてますけども、再処理をする技術がいまだもってないんですね。

再稼働をすれば、また新たな使用済み核燃料もつくってしまいますし、今やるべきことは、一日

も早い廃炉の決断をして、技術革新に全力を挙げる。

それともう一つは、再生可能エネルギーに、今まで過去５年間で国費を再生可能エネルギー関

連で６，５００億円ぐらいしか投入してないんだそうです。一方、原子力発電関連は、過去５年

間２兆円使っております。そういうことを変えて今の再生可能エネルギーに転換すると。前も言

いましたけども、太陽光、風力、それから洋上風力発電、小水力発電などを組み合わせると、今

の原子力発電が発電してる量の５倍ぐらいなポテンシャルを持っている。ですから、努力すれば

可能なわけですね。米子にもメガソーラーがやってきましたね、ソフトバンクですか。南部町で

それをやれっていうのは、財政上いろいろ問題あると思うんですけど、そういうことを国に大い

に物を言っていくということが今、何よりも大事だと思うんですが、その点よろしくお願いしま

す。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。国に物を言っていくのは、これは大切なことである

というようには思うわけですけれども、やっぱりこの電気を通じて産業が継続され、国民の社会

生活が維持され、この間、広域的な停電が起こりましたけれども、大混乱となりました。そうい

う安定的な電気の供給ということを政治を行う者は考えなければいけませんので、ただ原発はい

けん、人類が持つべきものではないというようなことだけ言っておっても、現実に電気が来んと

困るわけですから。それから、代替再生可能エネルギーも、もちろんそういう方向に行くべきだ

と私も思っておりますよ。争いはありませんけれども、今すぐそれができませんね。今すぐでき

ない。したがって、差し当たって石油を燃やすというようなことで、電気を確保せんといけんわ

けですね。生命維持装置を電気で賄っている人もいるわけですから、そういう現実的な対応をし

ていかんといけんなというように思っているところです。

それから、さっき取材があったかという質問なんですけれども、アンケートはもしかするとあ

－７１－



ったかもわかりません。物すごくいろんなところから、いろんな電話取材からアンケートに答え

てほしいというようなことから、あの当時たくさんありましたので、もしかするとその中の１つ

で答えているかもわかりません。さっきはそういう取材はないと言いましたけれども、直接イン

タビュー形式の取材は受けたことはございません。

それから、廃炉にすべきということですけれども、廃炉にするのにも技術者が要る、技術がな

ければ廃炉にもできんという、本当に何といいましょうか、手をつけてはいけんもんに手をつけ

ておったなという印象ですね。そういう印象なんですけれども、結局廃炉にしていくのにも相当

な年数、我々が生きている間には廃炉にもできんと思いますけれども、年数をかけないと安定し

た状態にならんということだそうでございますので、これらの技術者をどのように確保していく

のかというような課題もあるのではないかというように思っております。

町におきましては、そういう大きな話は国の方でやっていただいて、とにかく地域における再

生可能エネルギーの開発といったものに積極的に取り組んでいきたいと、エネルギーの地産地消

というようなことが言われますけれども、できるだけ自給率を上げていくような取り組みをすべ

きではないかというように思っております。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 大分、違うんですけど、一番出発点の立場がね。まず私は、原発

の廃炉を決断して、順次エネルギーは確保できているわけですから、それを転換していくだけの

話ですから、２つの原発か再生可能エネルギーかという話では全然ないわけでして、そういうこ

とだというふうに言っておきます。

そうしますと、地域振興協議会の質問に移りますが、先ほど数字を上げていただきました交付

金と職員ですけれども、私は２２年の６月議会の一般質問で、町が支援職員という形で企画政策

課の職員の給与というものを質問の中で回答いただいておりますが、それが入っておりませんが、

改めてその金額を提示していただきます。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。町職員の給与というこ

とでございますが、支援の業務に当たりました町職員については、これは企画政策課に籍を置い

て、町の仕事をしつつ協議会の支援も行っておったということでございますので、従来から協議

会の純粋な費用には加えられないということで御説明しておるとおりでございます。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） ２２年６月議会に答えてるんですよ。わざと今言わないんですか。
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そのとき答えておられるんですよ。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 企画政策課の職員でございます支援の職員についての給与を、

私は過去申し上げた記憶がございません。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私はペーパーとしてももらったと思ってますし、議事録にも残っ

ていますよ。何で言わないんですか。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。当時、お答えした記憶

がございません。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私はペーパーいただいて、確認した。議事録見てください。お願

いします。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員でございます。町の職員の給与額を、この企

画政策課に籍を置く地域振興政策にかかわる職員の給与額を私はお知らせしたことはございませ

んし、それは事務局職員ではないでしょうか。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） ここに議事録もあるんですけどね。１９年が１億３，７０２万５，

６２５円、２０年が１億２，５０２万１，９３７円。これ、こういうふうになってますが。

○議長（足立 喜義君） 休憩します。

午後３時２４分休憩

午後３時２５分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） じゃあ、読みますよ。２２年６月議会だと思いますが、私は費用

の確認をしたいと思いますけれども、１９年度、２０年度の町職員の給与について既に資料をい

ただいておりまして、これまでも発表していますので、１９年度が先ほどの金額ね。資料として

もらってるんですよ。ここで確認したんです。
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言いますけど、企画政策課の職員って言われるんですけど、町長、この地域振興区設置条例を

施行するために、その主たる職務を担われた方々ですが。ですから、幾ら企画課の職員であって、

傍らで支援をしてきたといっても、これは住民から見ればちょっと理解に苦しむと思うんですよ。

だから、まずここを出発点として、確認しましょう。そこから何か違う話をしとっても先に進ま

ないと思うんですけどね。資料としていただいたものを確認してますから。よろしく。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。先ほど、休憩中にちょっとお話ししましたけれども、

町の方は終始一貫しておりまして、企画政策課の職員は地域振興協議会の支援員として支援業務

に携わったことは事実でございますけれども、その支援員の給与として金額をお示ししたことは

一貫してございません。したがって、そのいただかれた資料というのも、違った資料を見て誤解

しておられるというように思います。

もちろん、支援員という辞令を出しておりますから、支援の業務が中心だったということは否

定をいたしません。しかし、企画政策課全般の仕事をしていただいておるわけでございまして、

これを詳細に分析して、これに幾ら、これに幾らと、Ａさんは幾らだった、Ｂさんはどうだった

というようなことを分けるようなことはできないということでございますから、首振っておられ

ますけれども、あなたの持っておられる資料もそういう意味ではちょっと違った資料を見て、自

分で思い込んでおられるのではないでしょうか。以上です。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私、公印押した資料をもらって、それをここで確認したんですよ。

町長がそういう姿勢だということがはっきりしたので、私は、一番ここを認めたくないわけです

ね。（発言する者あり）いやいや、いいですよ。それに見合う、税金の投入に見合う成果が上が

ったかどうかということが、やっぱり苦しいからそういうふうに言われるんじゃないですか。

それで、私は、地域振興区設置条例が地方自治法に照らしてどうなのかということをお聞きし

ますけれども、地方自治法に定めている地域自治区というのは、市町村長の権限に属する事務を

分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつ、これを処理させるため、条例でその区域を分

けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができるっていうふうになってます。これは、行

政区ですね。この地方自治法に定める法律は、行政組織だから定められるんではないでしょうか。

任意組織を条例で定めることができるんですかって私が最初聞いたら、自治法では禁止されてい

ないとおっしゃいましたね。ほんなら、私そこんところが、行政組織だから自治法に定められる。

だから、条例でも行政組織なら定めることができる。任意の組織を条例で定めることができるん
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ですか、これが物すごい全くわからないんですよ。よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） この問題もたびたび御質問いただいておりますので、その都度、答弁を

いたしております。地方自治法で定める地域自治区は、これは合併に伴いまして、大規模合併を

するそういう町が、小さな旧村、旧町とか旧村ですね、そういう単位でのコミュニティーが廃れ

るというような御心配で、行政サービスが低下するというようなことを御心配で、この合併のさ

なかに、あるいは合併を推進する一つの武器として自治法を改正して定められたものでございま

す。

したがいまして、これは行政の組織ということで、その長は町の職員が就任しなければならな

いこととなっております。したがって、この住民組織というようなものとはかけ離れたものと思

っております。

私は法律の専門家でもございませんし、このような条例を制定するに臨みいろいろな人の、大

学の先生だとかいろいろな団体だとか、そういう人にお尋ねをし、県だとか、何ら問題はないと

いう回答をいただいてこのような条例を提案し、そして議会でも反対もたくさんありましたけれ

ども、御賛同いただいて御承認をいただき成立しておると、こういうことでございまして、これ

が法律に明確に違反しているというような根拠は、私は全くないだろうというように思っており

ます。

先般も全国町村会の方にもまた確認をいたしましたところ、何らそういう懸念はございません

ということを明確に回答をいただいております。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この前、６月議会に亀尾議員がこの条例について質問されまして、

地域振興専門員は、似たような条例がほかに例があるかという質問に対して、三重県名張市の条

例が非常に近いというふうにお答えになったと思いますが、どこがどのように近いというふうに

考えておられるんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。まず一つには、条例が

非常に本町のものに酷似してる、酷似という言い方はちょっと過ぎるかもしれませんが、よく似

ている条例をおつくりでございます。

それから、もう１点は、市を幾つかのブロックに分けて、それぞれで住民の皆さんが自治を、

自治っていいますか、さまざまな地域をよくしていくための活動を行うという趣旨、これも同様
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でございます。

そして、市はそれぞれの自治組織に支援をしましょう、財政的な支援をいたしましょうという

ことでございまして、亀尾議員の質問に対してそういう回答をしたところでございます。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 今、３点上げられましたけども、条例が酷似している、それから

ブロック、それから支援。支援もブロックもあれですけれども、まず１個ずつ聞いていきますが、

条例全体が酷似しているというのはどういうことでしょう。

○議長（足立 喜義君） ちょっと休憩します。

午後３時３６分休憩

午後３時３７分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。まず、目的のところが、

市民と市並びに議会が一緒になって地域をよくしましょうということ。それから、定義のあたり、

それから自治の原則というようなところ、それから何よりも……。失礼しました。これは違う条

例でした。違うものを見ていました。

名張市の地域づくり組織条例という条例がございまして、まず目的でございますが、名張市内

における都市内分権の推進を図ることを目的とするということでございます。

それから定義ですが、定義は省略します。基本理念でございますが、基礎的コミュニティーを

尊重して、互いに協働し連携しという、まちづくりを推進するというようなこと。それから、基

本的コミュニティーとして、区域を定めること。あともろもろ、全部読んでおりますと時間が非

常にかかりますんで、ちょっと省略させていただきますけども、組織の構成員ですとか組織です

とか、それから事業ですとか活動の制限ですとか、地域ビジョンをつくって進めていくとかいう

ようなあたりが非常に類似してるというふうに感じております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 決定的に違うところがありまして、これは先ほどの基礎的コミュ

ニティーっていうのは、これまでの集落と読みかえることができるかもしれませんけども、その

活動を尊重すると私は理解しているんですけども、それを尊重しつつ、ここで言えば、名張市で

言えば、ゆめづくり交付金っていうそういう交付金を出す、これを申請する地域に対して支援交
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付金を支出すると。ですから、申請主義なんです。全国いろいろ、私がいろいろ聞いたり見たり

してきた長野県木曽町だとか、それから愛媛県内子町だとか、いろんなところでいろんな取り組

みがあるんですけども、やっぱり基礎的コミュニティーを大切にしつつ、そこに押しつけではな

く支援すると、ここんところが決定的に違っていると私は思っているんですよ。

それで、住民の皆さんがどんなふうに感じておられるのかっていうことを、時間が大分なくな

ってきたので、私たちが、集計途中ですけどもアンケートをいただいておりますので、その声を

紹介しておきたいと思います。ちょっと耳が痛い話かもしれませんけども聞いてください。

まず、区割りして住民を押し込むやり方に反感を持つ。地域振興は有志でやるべき。行政の押

しつけは誤りである。７１歳、男性。

町政としてもっとやるべきことがあるはずです。この制度によるメリット、デメリットも明示

していただきたい。７７歳、男性。

住民の自治会と行政がすべきことは別のものである。原点に返って考え直さないと、行政サー

ビスが狂った方向に進んでしまう。地域振興区は即時廃止し、地区公民館、区長協議会等で、長

い目で見て安心できる地区をつくらねば。７０歳代、男性。

南部町全体から見ると格差化されているようで嫌だ。５５歳、男性。

下請制度はやめるべきだ。何のために税金を納めているか。７１歳、男性。

町の行政サービスが住民に届くのに、地域振興協議会はフィルターの役目をしているだけ。お

金のむだ。６６歳、女性。

全く必要なし。政のみ活発にし、しなくてもいいようなことを計画し、役員はあたかも公務員

であるような姿勢。本当に税金のむだ遣いだ。役員を受ける人がないことを理由に、何年も同じ

人がなるのも問題。６４歳、女性。

全くむだ遣い。５年間に４億円以上の税金投入と思う。この５年間でどこの振興区がきらりと

光るようなまちづくりができたか。また、７つの振興区で１つでも自主財源となる特産物でも生

まれたか。自主、自立、協働のまちづくりにほど遠い。従来の自治会制度に今、戻せ。泥沼に足

を突っ込む前に。８４歳、男性。

重大な役割を果たしているのかよくわかりません。税金のむだだと思います。３０歳代、女性。

何のメリットもなく、ただの人件費の使い過ぎになる。役員が何人もいるが、威張ることばか

りで役に立っていない。個人情報ばかりばらまく。７２歳、女性。

今までも地域でできることはしてきている。何でも地域でという考えが嫌い。地域振興区がな

くても、区には何の支障もない。以前は集落で皆が協力してきたことだ。税はほかのことに使っ
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てほしい。振興区には区民は批判的で、職員は町長から褒められたなどとわけのわからないこと

を言って喜んでいる。地域振興協議会は町長の支援団体であると、皆、思っている。６４歳、女

性。

具体的に何がなされているのかわからない。３５歳、女性。

以前の公民館活動と変わりない。将来に向かって思想がない。６８歳、男性。

こんなような声が、ちょっと特徴的な意見が……。

○議長（足立 喜義君） 植田議員、まとめてください。時間がなくなります。

○議員（４番 植田 均君） あります。私は……（発言する者あり）また集計結果は、全体は

今、集計途中です。

私は、こういう皆さんからの声を真摯に受けとめて、この５年間の総括をきちんとやって、本

当に先ほども支援職員が金額が出せないというような姿勢っていうのは、まずもって議会に対す

る説明責任を果たしてないと思いますし、町民の声を謙虚に聞く姿勢からほど遠いということを

言いまして、私の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 以上で、植田均君の質問を終わります。

植田議員、資料の要求があったけど、何と何か。

○議員（４番 植田 均君） いや、先ほどの読み上げられた……（「議運であれしますから」

と呼ぶ者あり）

○議長（足立 喜義君） 議運に出す内容を書いておいてください。間違えたらいけん、足らんで

は。

○議長（足立 喜義君） 続いて、２番、仲田司朗君の質問を許します。

２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） ２番、仲田司朗でございます。皆さんお疲れであると思いますが、

初日の最後でございますので、ひとつよろしくお願いします。

それでは、足立議長のお許しをいただきましたので、通告のどおり、一般質問をさせていただ

きます。

私は、当町の鳥取発次世代社会モデル創造特区の事業計画について質問させていただきます。

７月２５日に、内閣官房地域活性化統合事務局内閣府地域活性化推進室より総合特別区域の第

二次指定に、鳥取県の鳥取発次世代社会モデル創造特区が指定されました。

この特区というものは、特定の地域に対して規制、制度改革や財政支援、税制の優遇を適用し、

－７８－



国際的な競争力や地域の活性化を目指す総合特区法が２０１１年６月２２日の参議院本会議で可

決成立し、２０１１年８月に施行されたものです。自民党政権時代にも構造改革特区という制度

があり、規制緩和が主な内容でした。しかし、今回の総合特区はその名のとおり、総合的に規制

⋞制度改革、財政支援、税制による支援、金融による支援という４つの要素で成り立っていて、

国際戦略総合特区と地域活性化総合特区の２つのタイプがあります。

今回は、地域活性化総合特区として、地域資源を最大限に活用した取り組みで、地域力の向上

を目指すものといわれています。

本法には、地方自治の権利を拡大し、政令に定める規制、基準を条例によってある程度変更で

きるという、これまでにない内容が盛り込まれているのであります。

今回この指定を受け、鳥取県西部９市町村の自治体や企業でつくる県地域活性化総合特区推進

協議会が開かれ、具体的な事業計画について国と協議を始め、来年３月の事業開始を目指すこと

になっております。

この特区で実現を目指すのは、一つ、電気自動車でのカーシェアリング、２つ目、小水力発電

を活用した災害時の電力供給、３番目、住民の健康状態に合わせた健康指導プログラムの提供の

３分野で、事業計画が国から認められると規制緩和や税制の優遇措置が受けられるとなっており

ます。

そこで、以下の項目について質問をさせていただきます。

１つ、当町で予定されている西伯病院で導入されているアミノ酸分析検査を活用した健康づく

りサービスの概要についてお伺いいたします。

２つ目、このモデル創造特区事業では、西部地区に１６年度までの５カ年で新規雇用を２，２

００人目指すと報道されておりますが、当町では何人の新規雇用計画がされているのか伺いたい

と思います。

以上、壇上からの質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 仲田議員の御質問にお答えをしてまいります。

鳥取発次世代社会モデル創造特区について御説明をいたします。

国の新成長戦略実現のため、政策課題解決の突破口として、先駆的取り組みを行う実現性の高

い地域に国と地域の政策を集中させ、地域資源を最大限に活用した地域の活性化を目的に策定さ

れた総合特区制度の中の地域活性化総合特区制度を活用して、鳥取県が鳥取発次世代社会モデル

創造特区として申請をしたものでございます。
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この特区のメリットは、規制や制度の特例措置や財政上の支援措置が講じられ、地域独自の戦

略的なチャレンジができる点であります。

特区の範囲は、鳥取県西部圏域２市７町村であります。

区域設定の根拠は、社会的、経済的、行政的にも圏域全体での成長の可能性を持ち、市町村の

域を超えた一つの生活圏を形成していることや、立地環境の違いからライフスタイルなどが異な

り、モデル事業の創造と波及の検証に最適だという点であります。

この地域を限定して規制緩和や財政支援が講じられるこの特区は、鳥取県が申請し、７月に指

定されました。具体的な構想では、とっとりスマートライフ⋞プロジェクトとして３つのモデル

事業に取り組みます。

まず、米子市では、商店街の利便性を高めるｅ－モビリティ交通サービス事業として、中心市

街地を拠点とし、米子市に進出したナノオプトニクス⋞エナジー社が製造する小型電気自動車、

ＥＶを活用したカーシェアリング事業、一つの自動車を共同利用するということでございます。

それから、江府町では再生可能エネルギーによる災害時集落無停電サービス事業として、下蚊

屋ダムに設置予定の小水力発電設備で発電された電力を災害時に利用できる災害時無停電サービ

スでございます。

そして、３つのモデル事業の一つとして、本町における健康増進を高度利用する健康づくりサ

ービス事業を内容とする特定健診などの健康情報や、地域検診としては世界で初導入のアミノイ

ンデックスがんリスクスクリーニングによるデータと統計データを組み合わせた新しい健康サー

ビスの創造に取り組むことにしております。

この事業の詳細について説明いたしますと、参加企業は鳥取大学医学部、アミノ酸技術の世界

企業味の素株式会社、鳥大発ベンチャー企業アヴィスコ、そして南部町が中心となって、本年１

月から西伯病院で実施しておりますがん罹患のリスクを予測する新しい検査法、アミノインデッ

クスがんリスクスクリーニングを地域医療の中で実施をしてまいります。

この検査で蓄積されるアミノ酸解析結果と、地域の特定健診結果や異なる観点の統計データを

多角的に活用し、その結果から個人や地域特性に合わせた新たな予防医療や健康づくりサービス

を創出することがこの事業の目的になります。

去る８月９日には、地域活性化特区に指定されたことを受け、自治体や企業でつくる県地域活

性化総合特区推進協議会が米子市で開催され、事業計画について今後、国と協議を進め、来年３

月の事業開始を目指すことが確認されました。

南部町では、議員も御存じのとおり、既に西伯病院で実施していますアミノインデックス検査
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を実施し、大変好評でございます。

この特区指定された事業の他のｅ－モビリティなどとの事業連携を模索いたしまして、次世代

の暮らしやすさを研究してまいりたいと考えているところでございます。

そして、この鳥取発次世代社会モデル創造特区事業を通じて、南部町をだれもが住みたくなる、

暮らしの豊かさを実感できる地域につくり上げることで、鳥取県が目標とする経済成長戦略の実

現を目指したいと考えております。

次に、特区事業では１６年度までの５年間で、新規雇用２，２００人ということなんだけれど

も、当町では何人かということでございます。この特区構想では、鳥取県が定めた鳥取県全域の

経済成長戦略目標、平成３２年度までの新規雇用者７，０００人という目標を前提として、鳥取

県西部圏域では平成２４年度から２８年度までの５年間で、新規雇用数を２，２００人とするこ

とを重点目標としております。

南部町においては何人の新規雇用計画がされているかということでございますけれども、この

総合特区の事業を推進するに当たり、鳥取県地域活性化総合特区推進協議会が設立をされました。

構成は、行政はもとより、産業界、大学、金融機関など３５の会員で組織されておりまして、各

モデル事業の推進の中核を担っていただいております。こういった各界への新規雇用及び経済波

及効果も含めての新規雇用数として、県の試算で２，２００人としてるために、南部町単独で幾

らかという計画は、具体的ではございません。総合特区事業が展開される中で、南部町民が鳥取

県西部圏域の企業や各界に新規雇用される機会は格段に増加するだろうと思っております。

加えまして、この特区とは別に、鳥取県西部地域振興協議会では、９つの市町村が足並みをそ

ろえて、鳥取県西部地域に新規に立地した企業に対して、新規雇用に対して雇用された者の居住

市町村が共同で補助する補助金制度を創設することにいたしております。

このようなことによりまして、一層の雇用機会の拡大が図られるものと大いに期待をいたして

おるところでございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） そうしますと、再質問をさせていただきます。

先ほど、西部２市７町村で協議会をつくられておるところでございますが、総務省の方から地

域活性化総合特区の第二次指定に伴う留保条件というのがございまして、この３事業の相互関係

を明確化され、まちづくりの目標に向けて有機的な関連を説明つけることとなっております。そ

の点について、先ほど町長がちょっと話されたと思うんですが、もう少し踏み込んでいただけた

らありがたいなと思うんですが、その辺はどうなんでしょう。まだ、そこまで進んでおられない
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のでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。先ほど仲田議員がおっしゃられた

ように、この特区の指定に際しまして、国の方から３つのプロジェクト、３本柱のプロジェクト

の相互関係を明らかにして、まちづくりの目標に向けて有機的な関連を説明せよというような条

件つきながら、特区の指定を受けられたというふうに聞いております。

これも含めて、県の推進協議会の中で３つのプロジェクトの関係者が集まりまして、これらの

ことも踏まえながら事業の構想を、具体的な事業を練っていくというような作業がこれから続い

ていくというふうになっております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 私の１番目の質問の中でございますけれども、特区の指定によっ

て、統計法の規制が緩和されたり、国勢調査など国が所有してるデータが使われるようになると

言われております。

そして、アミノインデックス検査受検者を１万人を目標に実施して、アミノ酸濃度のデータと

新たな使用可能なデータなどを照合して、がんの早期発見や住民の健康増進につなげるというふ

うになっておられますが、この年次計画的なものはもう既につくっておられるのでしょうか。そ

の辺をちょっとお聞きしたいと思うんですが。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長でございます。

○議長（足立 喜義君） 伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 現在、指定を受けたには受けたんですけども、計画については

今後の話でございまして、県の方も国の説明を８月に受けてというところで、その後また町の方

にも説明もございません。今のところは単県で行っておりますアミノインデックス事業、ライフ

サイエンス事業というふうに町は命名しておりますけども、この事業を計画して続けていくとい

うところの認識はとれております。それについて、国の補助金もふんだんに来るというような話

もございましたけども、その辺もまだ、先に指定を受けて認定された自治体等についても、補助

金もほんの数％も使っておられないというような使いにくい状況になっておりまして、今後は当

分、単県で事業を展開していって、肉づけをしていくというようなところではないかというふう

に感じておりまして、具体的に特区になってどう変わっていくかというところは、まだ調整がで

きていないところでございます。
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○議長（足立 喜義君） ２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） ありがとうございました。まだこれからということですので、私

が先走るわけにいきませんですが、その中で１万人を目標ということで、これはうちの町民の皆

さんの１万人ということだけじゃなくて、西部圏域ということがありますので、町外の住民の方

にもこの検査をというようなことが今後出てくるのではないかということがあるんですが、その

辺についてもまだそこまでは具体化はしておられないのかどうか、その辺ちょっとお聞かせ願え

たらと思うんですが。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。今、議員が言われましたように、今、単県

でやっておりますけども、これは例えば南部町、江府町、日南町というそれぞれの自治体が手を

挙げて実施していくというのが今、見えている姿でございますので、それで３分の２の補助金で、

１，５００万っていう枠の中で事業をしております。ここで一応、２４年度、１，０００人とい

うことで、当面は３年間ぐらいという格好で、各町村が手を挙げていかないと１万人にならない

んじゃないのかなというふうに僕は思っておりますけども。以上です。

○議長（足立 喜義君） ２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） ありがとうございます。基本的には、まず健診が先だと思うんで

すね。要は、それをいかに健康活動というか、健康づくり事業にいかに展開するかということだ

と私は思うんですね。確かに補助金を多くいただいて検査することも必要ですが、もう一つ必要

なのは、それを今度はいかに地域の方々に健康活動にデータをもとにしながら普及するか。そし

て、がんにかからないための健康教育というものが今後、課題になってくると思うんですね。そ

の中で、保健⋞福祉⋞医療情報っていうものをそれで整備されると思うんですが、先ほどアヴィ

スコさんとか味の素さんという話がありましたけれども、それが活用策を研究されながら健康指

導ということで保健師さんの取り組みというのが今度はまた重要になってくると思うんですが、

そういうことから今度は保健師さんの指導体制というようなことも出てはくると思うんですが、

その辺についてもまだ具体的には出てないということなのでしょうか。ちょっと先走ったのかも

しれませんけど。

○議長（足立 喜義君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 保健師の指導体制ということでございましたけども、アミノイ

ンデックスによって住民の方々に健康に対する認識というか、健診というものが大切だというこ

と、健康づくりに対して取り組んでいただくということに対してスイッチをどんどん入れていっ
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て、町民挙げてのがんに負けないまちづくりというふうな格好にしていきたいというふうに思い

ます。

その中で、健康システムをつくって、今、データベース的なものまではできておりまして、こ

れにどんどんデータ蓄積をしていって、健康管理に役立てていくというようなところで、西伯病

院とか鳥取大学とかいろいろ、アヴィスコとかと協議をして、どういった格好のものにしていく

かというふうな協議はしております。

その中で、保健師というところに限定したわけではなくって、住民の皆様に十分な活用をして

いただけるようなものにしていきたいというふうに思っておりますので、それをどうやって住民

の皆様の手元の方に届けていく、あるいは西部医師会の方ともうまく連携がとれていって、個人

のデータをいろいろ見てもらって、総合的な指導を受けれるような体制というふうなところを話

し合ってはおりますので、特に保健師という限定ではなく、いろんな方々に方面から個人のデー

タというものをどんどん蓄積していって、長い目で見た健康というところのデータベースづくり

というところを目指しております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） せっかくのこういうチャンスでございますので、それをもとにし

ながら健康増進の取り組みをひとつ、さらなる活動をしていただくようにお願いしたいと思いま

す。

続きまして、雇用の問題なんですが、私はこの特区を利用して、町内の保健⋞医療⋞福祉情報

の整備っていうことで、やっぱり研究機関が、味の素さんなりアヴィスコさんがやっておられる

と思うんですけれども、せっかく全国初というようなこともありますから、ここで何か、先ほど

企業誘致という話もございましたけれども、そういうものをぜひ拡大していただくようにし、そ

して雇用の場をつくっていただくようにお願いできないのかなというように思うところでござい

ます。

先ほど町長の方からもそういう話が、居住を米子市におられても対応できるっていうふうな話

が今、西部地域で雇用の話も進められるというようなこともあろうかと思いますけども、ぜひ町

のカラーを出すにも、やっぱりそういう全国発信できる一つのいいチャンスでございますので、

ぜひお願いをしたいと思うんですが、それについて町長の方からもう少し具体的に、もしあれば

いただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。雇用については、３年ほど前に西部地域振興協議会
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の中で、私の方が提案をいたしまして、この米子、西部管内ならどこに企業が来ても通勤圏にあ

りますので、もうめいめいの町で企業誘致を競うというようなことはやめて、西部一本でやりま

しょうという提案をさせていただきました。

といいますのは、そこの原工業団地など働いている人の居住地を調べてみますと、大体４割以

下なんですよ、町民の方が。あとはよその町から通ってきていただいておるということです。よ

その町にも聞いてみますと、やっぱりそんな数字です。全員が自分とこの町民で従業員を占めて

おるということではないようでございまして、それだったらどこに企業が来ても通勤圏になるの

で、これは一緒に企業誘致をやろうということで、ことしの５月に東京で一緒に米子市長を隊長

に企業誘致活動を行ってまいりました。そういう取り組みがことしスタートしまして、まだまだ

成果には乏しいわけですけれども、とにかく西部地域に来たらどこに来てもほかの町からも支援

が受けられるという体制だけは今できたわけですから、気持ち合わせができたわけですから、あ

とはやっぱり例えば今回のアミノインデックスなどのように、非常に健康に関心の高まっている

昨今ですから、そういうことが例えば従業員の集団健診で、あるいは会社の健診などで受けるこ

とができるというようなことは、非常に誘致の一つのいい条件にもなるというふうに思うわけで

す。アミノインデックスそのものでどれだけ誘致になるのかという、この直接的な関係というの

はちょっと説明しにくいんですけれども、この地域が魅力のある地域として他の地域に情報発信

できる大切な武器になるのではないかと、そういうとらえ方をしているところです。

それと、補足的にちょっと説明しますと、アミノインデックスの検査を鳥取大学でさらに進め

て、認知症と、それから糖尿病などの生活習慣病まで今、研究をしていただいております。認知

症については、かなり精度が上がってきてるというように聞いておりまして、そういうところに

までどんどん研究の成果が発展していくと、私は例えば製薬の会社だとか、あるいはその前段の

研究機関がここの地域に来る。そして、鳥大と一緒にそういう先進的な高度な技術を研究すると

いうようなことは十分考えられることでありまして、そういうところに期待をつなげたいという

ように思っております。

さっきおっしゃった３つの事業をうまくつなぎ合わせて理由を考えるというのは、これは県の

仕事でして、町は考えんでもええわけです。県がそれは考えて、国の方に条件を満足させるよう

に努力されるということでございます。

○議長（足立 喜義君） ２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 私は、持ち時間が結構あるようでございますけれども、皆さんお

疲れでございますので……。（笑声）問題は、やっぱり今回の特区というのは、先ほども言いま
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したように、全国に先駆けての発信できるいいチャンスでございますので、ぜひこれは町を挙げ

てできるだけ取り組めるような体制、そして私は、保健⋞医療⋞福祉というものが町では連携と

れる、そういう姿になってこそ本当のまちづくりになるんじゃないかなと思います。

今回、こういって質問させていただいたのは、やっぱり新聞紙上で幾らか出ましたけれども、

やっぱり町民の皆さん方はまだどんなことなのっていうのがあったんじゃないかなと思うんです

ね。ですから、今後こういうことをやるということをやっぱりお互いに理解し、そしてそれをま

ちづくりの一つのきっかけづくりになり、そしてそれを全国に売り出す一つのチャンスだという

ことを思いまして質問させていただいたところでございます。担当課は計画をつくるのに大変で

しょうけれども、ひとつ御尽力いただいて、まちづくりのために取り組んでいただきたいという

ふうに思います。私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（足立 喜義君） 以上で、２番、仲田司朗君の質問を終わります。

これをもちまして、本日予定しておりました一般質問は終わります。

⋞ ⋞

○議長（足立 喜義君） 以上をもちまして、本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といたし

ます。

明日１１日も定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、御

参集をお願いいたします。御苦労さまでございました。

午後４時１５分散会
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